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「
あ
る
べ
き
も
のce qui doit être

」
の
学
か
ら
「
有
用
性

utilité

」
の
学
へ
：
フ
ラ
ン
ス
中
間
法
時
代
の
サ
ヴ
ォ
ワ
に

お
け
る
法
教
育
の
実
相	

―
―
ア
ン
テ
ル
ム
・
マ
ラ
ン
の
講
義
筆
記
を
め
ぐ
っ
て
―
―

薮　
　

本　
　

将　
　

典

〇　

は
じ
め
に

一　

講
義
筆
記
の
概
要

二　

中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育

三　

デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
の
法
教
育
論
：
公
民
教
育
と
し
て
の
法
律
学
講
義

四　

マ
ラ
ン
の
法
教
育
論
：
有
用
性
の
学
と
し
て
の
実
務
教
育

五　

お
わ
り
に〇　

は
じ
め
に

　

以
下
の
小
論
は
、
さ
る
逸
名
著
者
が
残
し
た
講
義
筆
記
の
来
歴
を
た
ず
ね
る
、
い
わ
ば
時
間
遡
航
の
忘
備
録
で
あ
る
。
古
書
店
の
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目
録
で
偶
然
目
に
し
た
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
一
切
不
明
の
手
稿
を
入
手
し
て
、
謎
解
き
よ
ろ
し
く
断
片
的
な
情
報
を
接
ぎ
合
わ
せ
、

そ
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
探
る
試
み
は
、
望
外
の
収
穫
も
あ
っ
て
心
躍
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
史
料
上
の
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
法
律
学
教
授
ア
ン
テ
ル
ム
・
マ
ラ
ン

A
nthelm

e M
arin

（
一
七
五
六
年
～
一
八
二
四
年
）
な
る
人
物
を
介
し
て
、
一
七
九
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
へ
併
合
さ
れ
た
ば
か
り
の
サ

ヴ
ォ
ワ
地
方
に
お
け
る
法
教
育
の
実
際
と
、
中
央
政
府
の
思
い
描
く
公
教
育
た
る
法
教
育
の
理
念
と
の
呼
応
と
乖
離
が
見
出
さ
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
当
講
義
筆
記
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
中
間
法
時
代
の
混
沌
と
し
た
法
状
況
を
背
景
に
、
既
に
予
告
さ
れ
て
い
る
民
法
典
到

来
ま
で
の
露
払
い
と
し
て
、
旧
体
制
下
の
法
律
学
の
残
滓
を
遺
産
と
し
て
食
い
つ
な
ぐ
と
い
う
、
新
時
代
の
法
教
育
に
特
徴
的
な
試

行
錯
誤
の
あ
り
様
を
伝
え
る
、
歴
史
的
サ
ン
プ
ル
と
し
て
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

一　

講
義
筆
記
の
概
要

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
講
義
筆
記
に
つ
い
て
は
、「
お
そ
ら
く
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
公
布
前
の
民
事
法
に
関
す
る
講
義
を
書
き
取
っ

た
も
の
」
と
い
う
こ
と
以
外
、
こ
れ
と
い
っ
た
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
以
下
の
知
り
得
る
情
報
を
手
掛
か
り
に
、

手
稿
の
概
要
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
の
推
定
を
試
み
た
い
。

一
―
一　

体　

裁

　

手
稿
の
体
裁
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
三
点
が
特
徴
で
あ
る
：
①
い
わ
ゆ
る
四
つ
折
り
版
、
本
文
六
〇
三
頁
と
目
次
の
後
に
、
全

三
七
葉
（
表
裏
）
の
書
き
継
ぎ
が
見
ら
れ
る
、
②
明
ら
か
に
異
な
る
二
人
の
人
物
の
筆
跡
が
認
め
ら
れ
る
（
後
述
）、
③
背
表
紙
に
は

「
法
律
学
集Recueil de la jurisprudence

」
の
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
収
録
内
容
と
は
一
致
し
な
い
。
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一
―
二　

内　

容

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
①
「
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟Causes civiles et crim

inelles

」
と
題
さ
れ
た
本
文
（
六
〇
三
頁
）
と
、
②

「
嫁
資
関
連
事
項
に
関
す
る
評
釈O

bservation sur la m
atière dotale

」（
一
六
葉
）
お
よ
び
③
共
和
暦
一
一
年
風
月
一
四
日
の

法
律
第
三
条
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
法
規
分
類
説
に
基
づ
く
準
拠
法
の
選
択
を
論
じ
た
書
き
継
ぎ
部
分
（
二
〇
葉
）
の
計
三
部
か
ら

な
る
。
①
と
③
の
筆
跡
は
同
一
人
物
の
も
の
と
目
さ
れ
る
が
、
②
の
筆
跡
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
①
の
本
文
は
、
ⓐ
序
言
に
次
い
で
、
第
一
部
で
正
義
、
法
源
、
法
の
適
用
と
効
力
お
よ
び
婚
姻
、
第
二
部
「
物
お
よ
び

契
約
や
無
償
の
取
引
と
は
別
個
に
物
を
取
得
す
る
手
段
に
つ
い
て
」
第
一
編
で
「
物
の
区
分
」
ま
で
を
論
じ
た
前
半
部
（
七
四
頁
）

と
ⓑ
新
た
に
序
言
か
ら
、
第
一
部
「
人
の
法
に
つ
い
て
」・
第
二
部
「
物
、
物
を
享
受
す
る
方
法
お
よ
び
社
交
的
取
引
と
は
別
個
に

物
を
取
得
す
る
手
段
に
つ
い
て
」・
第
三
部
「
社
交
的
取
引
に
よ
る
取
得
方
法
」・
第
四
部
「
訴
権
と
そ
の
行
使
に
つ
い
て
」
ま
で
、

い
わ
ゆ
る
民
事
法
全
体
を
取
り
扱
っ
た
後
半
部
（
五
五
六
頁
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
ⓐ
と
ⓑ
の
間
に
余
白
は
な
く
、
筆
記
は

連
続
し
て
い
る
。

　

本
文
の
目
次
や
序
言
の
記
述
か
ら
、
こ
の
手
稿
が
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
学
提
要
の
編
別
に
基
づ
く
民
事
法
全
体
を
扱
っ
た
講

義
を
書
き
留
め
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
現
行
法
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
言
及
は
一
切
な
く
、

中
間
法
時
代
の
民
事
関
連
諸
法
の
他
は
、
数
多
の
ロ
ー
マ
法
文
の
引
照
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。

一
―
三　

由　

来

　

手
稿
に
は
、
所
有
者
の
名
前
は
お
ろ
か
、
筆
記
者
や
講
義
担
当
者
の
名
前
、
成
立
し
た
年
代
や
場
所
、
そ
の
他
、
確
定
的
に
由
来

を
示
す
記
述
は
一
切
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
示
す
本
文
そ
の
他
の
断
片
的
な
情
報
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
お
お
よ
そ
の
成

立
年
代
と
場
所
を
手
掛
か
り
に
、
講
義
担
当
者
の
推
定
を
試
み
た
。
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一
―
三
―
一
　
手
掛
か
り
と
し
て
の
「
テ
ィ
ー
ニ
ュ
小
教
区
」

　

製
本
の
際
に
、
補
強
材
と
し
て
綴
じ
込
ま
れ
た
紙
片
（
お
そ
ら
く
、
金
銭
出
納
帳
の
切
れ
端
）
か
ら
覗
く
「
テ
ィ
ー
ニ
ュ
小
教
区

paroisse tigne(s)

」
の
記
載
か
ら
、
こ
の
講
義
筆
記
は
旧
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
（
現
在
の
サ
ヴ
ォ
ワ
県
）
と
の
繫
が
り
が
想
起
さ
れ
る
。

　
『
サ
ヴ
ォ
ワ
地
名
辞
典
』
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
「
テ
ィ
ー
ニ
ュT
ignes

」
の
名
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
サ
ヴ
ォ
ワ
県
の
も

の
だ
け
で
あ
る（

（
（

。
元
来
、
サ
ン
ト
＝
フ
ォ
ワ
小
教
区
に
帰
属
し
て
い
た
テ
ィ
ー
ニ
ュ
小
教
区
は
、
一
三
世
紀
後
半
に
設
置
さ
れ
、
セ

ー
市
古
文
書
館
が
所
蔵
す
る
一
二
七
三
年
付
の
文
書
に
お
け
る
、「
テ
ィ
ー
ニ
ュ
主
任
司
祭capellanus T

inia

」
ユ
ゴ
ー
某
な
る

記
載
が
史
料
上
の
初
出
と
さ
れ
る（

（
（

。

　

な
お
、
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
①
氷
河
の
く
ぼ
地
の
連
な
り
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語tina

（
フ
ラ
ン
ス
語
のtine

）

に
由
来
、
②T

inius

と
い
う
名
の
ガ
ロ
＝
ロ
ー
マ
人
の
所
有
を
示
す
荘
園
名T

inia

に
由
来
、
③
ラ
テ
ン
語
のtinea

（
穀
蛾
）
に

由
来
、
の
三
つ
が
代
表
的
で
あ
る（

（
（

。

一
―
三
―
二
　
サ
ヴ
ォ
ワ
公
国
の
法
状
況
と
の
合
致

　

テ
ィ
ー
ニ
ュ
小
教
区
と
の
関
連
で
、
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
と
の
所
縁
を
念
頭
に
手
稿
の
本
文
を
見
返
す
と
、
一
七
九
二
年
一
一
月
二
七

日
の
デ
ク
レ
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
併
合（

（
（

以
前
の
サ
ヴ
ォ
ワ
公
国
の
法
状
況
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
、
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、

「
ロ
ー
マ
法
上
の
原
則
に
基
づ
く
無
遺
言
相
続
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
第
二
部 

第
八
編
に
お
い
て
は
、
第
一
節
～
第
三
節
で
、
ロ
ー

マ
法
上
の
子
・
卑
属
・
尊
属
・
傍
系
親
族
の
相
続
が
論
じ
ら
れ
た
後
に
、「
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
法
に
基
づ
く
遺
留
分
と
排
他
的
地

位
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
第
四
節
に
お
い
て
、
サ
ヴ
ォ
ワ
公
国
に
固
有
の
相
続
実
務
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

か
く
し
て
、『
フ
ァ
ー
ブ
ル
法
典Codex Fabrianus

（
（
（

』
を
筆
頭
に
、
ガ
ス
パ
ー
レ
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
・
テ
サ
ウ
ロ
（
一
五
六
三
年
～

一
六
二
八
年（

（
（

）、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
＝
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
ボ
ッ
シ
（
一
五
九
〇
年
～
一
六
六
五
年（

（
（

）、
メ
ル
ク
リ
ア
ー
レ
・
メ
ル
リ
ー
ニ
（
一
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五
九
七
年
～
一
六
五
七
年（

（
（

）
を
論
拠
と
し
て
、
実
務
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
解
釈
を
論
じ
る
様
は
、
さ
な
が
ら
近
世
イ
タ
リ
ア
の
法
学

書
で
あ
る
。
ま
た
、
バ
ル
ト
ル
ス
や
ド
マ
、
ア
ン
リ（

（
（

、
リ
カ
ー
ル（

（1
（

と
い
っ
た
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
お
け
る
通
説
的
見
解
を
引
き

つ
つ
、
最
高
法
院
た
る
サ
ヴ
ォ
ワ
元
老
院
と
ト
リ
ノ
元
老
院
の
遺
留
分
を
め
ぐ
る
判
例
（
い
ず
れ
も
一
七
八
八
年
）
の
対
立
を
あ
げ
、

サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
（
サ
ヴ
ォ
ワ
公
）
カ
ル
ロ
＝
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
三
世
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
「
一
七
七
〇
年
の
勅
法
集（

（1
（

」
の
実
務
的

解
釈
を
論
じ
て
い
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、「
サ
ヴ
ォ
ワ
元
老
院
判
例
の
帰
結
と
し
て
の
サ
ヴ
ォ
ワ
法
は
、
不
可
避
的
に
『
フ
ァ
ー
ヴ
ル
法
典
』
の
影
響
下

に
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
の
諸
原
則
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
」・「
サ
ヴ
ォ
ワ
に
お
い
て
、
共
通
法droit com

m
un

と
し
て
の
ロ
ー
マ
法

の
適
用
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
明
示
的
な
規
定
が
無
い
限
り
、
あ
る
種
暗
黙
の
前
提
に
な
っ
て
い
る（

（1
（

」
と
い
う
、
サ
ヴ
ォ
ワ
公
国
に

お
け
る
ロ
ー
マ
法
継
受
の
定
式
に
従
う
な
ら
、
当
手
稿
の
記
述
は
、
サ
ヴ
ォ
ワ
公
国
の
法
実
務
に
通
じ
た
者
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
法
文

を
駆
使
で
き
る
程
度
の
知
的
水
準
に
あ
る
者
（
お
そ
ら
く
当
地
の
法
実
務
家
）
が
念
頭
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
、
到
底
初
学
者
向
け
の
入

門
講
義
と
は
言
え
な
い
。

一
―
三
―
三
　
時
期
の
特
定

　

手
稿
に
お
け
る
講
義
の
時
期
を
特
定
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
先
ず
検
討
す
べ
き
は
、「
現
行
法
に
基
づ
く
相
続
に
つ
い

て
」
と
題
さ
れ
た
第
二
部 

第
九
編
で
あ
る
。
第
一
節
～
第
三
節
に
お
い
て
は
、
卑
属
・
尊
属
・
傍
系
親
族
の
相
続
が
扱
わ
れ
、
現

行
法
た
る
共
和
暦
二
年
雪
月
一
七
―
二
一
日
の
デ
ク
レ（

（1
（

に
お
け
る
関
連
条
文
（
七
五
～
七
六
条
、
八
三
～
八
七
条
、
八
九
～
九
〇
条
）

を
め
ぐ
っ
て
、
共
和
暦
七
年
芽
月
一
八
日
の
破
毀
裁
判
所
判
例
、
共
和
暦
四
年
の
カ
ン
バ
セ
レ
ス
第
三
草
案（

（1
（

（
六
二
七
条
）
お
よ
び

相
続
に
関
す
る
多
数
の
ロ
ー
マ
法
文
と
の
比
較
の
下
で
、
緻
密
な
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
る
。
続
く
第
四
節
「
共
和
暦
八
年
芽
月
四
日

の
法
律
に
関
す
る
評
釈
」
で
は
、
生
前
贈
与
ま
た
は
遺
贈
に
お
け
る
恵
与libéralité
に
関
す
る
共
和
暦
八
年
芽
月
四
日
の
法
律（

（1
（
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（
一
条
、
二
条
、
八
条
）
に
つ
い
て
、
関
連
法
令
（
共
和
暦
七
年
霧
月
一
一
日
の
法
律
二
五
条（

（1
（

）
と
も
対
比
さ
せ
つ
つ
、
前
述
の
リ
カ
ー

ル
や
ル
＝
ブ
ラ
ン（

（1
（

と
い
っ
た
、
旧
体
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
通
説
的
見
解
も
踏
ま
え
た
実
務
的
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
書
き
継
ぎ
部
分
に
は
、
既
述
の
通
り
共
和
暦
一
一
年
風
月
一
四
日
の
法
律（

（1
（

（
三
条
）
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
法
規
分
類

説
に
お
け
る
準
拠
法
の
問
題
に
関
す
る
詳
解
が
見
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
、
以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、
本
文
第
二
部 

第
九
編
に
お
け
る
時
系
列
は
、
①
共
和
暦
七
年
霧
月
一
一
日
（
一
七
九
八
年
一

一
月
一
日
）
の
法
律
→
②
共
和
暦
七
年
芽
月
一
八
日
（
一
七
九
九
年
四
月
七
日
）
の
破
毀
裁
判
所
判
例
→
③
共
和
暦
八
年
芽
月
四
日

（
一
八
〇
〇
年
三
月
二
五
日
）
の
法
律
と
な
り
、
さ
ら
に
書
き
継
ぎ
部
分
を
加
え
、
④
共
和
暦
一
一
年
風
月
一
四
日
（
一
八
〇
三
年
三
月

五
日
）
の
法
律
と
な
る
。
つ
ま
り
、
手
稿
本
文
の
講
義
は
、
現
行
法
と
し
て
共
和
暦
七
年
～
八
年
の
動
向
を
伝
え
て
お
り
、
少
な
く

と
も
一
八
〇
〇
年
三
月
二
五
日
以
降
、
お
そ
ら
く
は
共
和
暦
九
年
度
以
降
に
開
講
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
共
和
暦
一
一

年
風
月
一
四
日
の
法
律
（
後
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典 

前
置
編
）
の
制
定
を
受
け
て
、
書
き
継
ぎ
部
分
が
付
け
加
わ
っ
た
と
考
え
る
な
ら

ば
、
手
稿
の
成
立
時
期
は
、
概
ね
共
和
暦
九
年
～
一
二
年
以
前
と
特
定
さ
れ
よ
う
。

二　

中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育

　

断
片
的
な
情
報
な
が
ら
、
手
稿
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
の
場
所
（
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
）
と
時
期
（
共
和
暦
九
年
～
一
二
年
）

は
特
定
さ
れ
た
が
、
講
義
自
体
の
属
性
（
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
）
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

共
和
暦
三
年
風
月
七
日
（
一
七
九
五
年
二
月
二
五
日
）
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
大
学
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
下
で
の
高

等
専
門
教
育
と
し
て
の
法
教
育
は
完
全
に
消
滅
す
る（

（1
（

。
こ
の
欠
落
を
埋
め
る
べ
く
設
置
さ
れ
た
の
が
、
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
中

間
的
な
公
教
育
機
関
た
る
各
県
の
中
央
学
校École centrale

に
お
け
る
、「
法
律
学légialation

」
講
義
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
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手
稿
の
内
容
は
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
け
る
法
律
学
講
義
と
の
関
連
性
を
強
く
連
想
さ
せ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
、
中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育
を
概
観
し
た
後
に
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
け
る
法
律
学
講

義
の
具
体
的
な
あ
り
様
に
つ
い
て
検
討
し
て
行
き
た
い
。

二
―
一　

中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育
の
概
要

二
―
一
―
一
　
立
法
上
の
根
拠

　

先
に
述
べ
た
、
共
和
暦
三
年
風
月
七
日
（
一
七
九
五
年
二
月
二
五
日
）
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
国
民
公
会
は
中
等
教
育
と
高
等
教
育

を
担
う
中
央
学
校
の
設
置
を
決
定
し
、
そ
の
法
的
効
果
と
し
て
、
名
実
共
に
大
学
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
（
（2
（

。
・
科
学
、
文
学
、
芸
術
の
教
育
の
た
め
、
人
口
三
〇
万
人
に
一
校
の
割
合
で
、
共
和
国
全
土
に
中
央
学
校
を
配
置
す
る

（chap. 1, art. 1.

）

・
各
中
央
学
校
に
は
、「
経
済
学économ

ie politique

お
よ
び
法
律
学législation

」
の
教
授
が
一
名
配
置
さ
れ
る
（chap. 

1, art. 2.

）

・
全
て
の
中
央
学
校
に
お
い
て
、
教
授
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
授
業
を
行
う
（chap. 1, art. 3.

）

・
公
教
育
委
員
会
は
、
引
き
続
き
中
央
学
校
に
お
け
る
教
育
用
の
基
本
書
の
作
成
を
任
務
と
す
る
（chap. 1, art. 6.

）

・
中
央
学
校
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
（chap. 1, art. 7.

）

・
中
央
学
校
の
教
授
は
、
公
教
育
委
員
会
が
選
任
し
た
三
名
の
構
成
員
か
ら
成
る
中
央
教
育
審
査
会
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
選

任
さ
れ
、
監
督
さ
れ
る
（chap. 2, art. 1.

）
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・
中
央
審
査
会
は
、
六
カ
月
毎
に
構
成
員
の
三
分
の
一
が
改
選
さ
れ
る
が
、
重
任
も
あ
り
得
る
（chap. 2, art. 2.

）

・
公
教
育
委
員
会
は
、
中
央
学
校
の
制
度
と
内
部
規
律
に
関
す
る
学
則
の
策
定
を
任
務
と
す
る
（chap. 2, art. 11.

）

・
当
法
律
に
よ
り
、
従
来
の
公
教
育
機
関
と
し
て
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
は
、
共
和
国
全
土
で
廃
止
さ
れ
る
（chap. 3, art. 3.

）

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
計
画
は
、
共
和
暦
四
年
霧
月
三
日
（
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
五
日
）
の
「
公
教
育
の
組
織
を
定
め
る
」
デ
ク

レ
（
通
称
「
ド
ヌ
ー
法loi D

aunou

」）
の
成
立
ま
で
は
死
文
化
さ
れ（

（2
（

、
主
に
以
下
の
点
に
つ
き
、
修
正
が
加
え
ら
れ
た（

（2
（

。

・
共
和
国
の
各
県
に
一
校
、
中
央
学
校
を
設
置
す
る
（tit. 2, art. 1.

）

・
教
育
は
三
つ
の
科section
に
区
分
さ
れ
、「
法
律
学
」
の
講
義
は
第
三
科
に
配
置
す
る
（tit. 2, art. 2.

）

・
第
三
科
の
講
義
は
、
一
六
歳
以
上
を
対
象
と
す
る
（tit. 1, art. 3.

）

・
中
央
学
校
の
教
授
は
、
教
育
審
査
会
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
選
任
さ
れ
る
／
審
査
会
に
よ
る
選
任
は
、
県
庁
に
よ
る
承
認
に

服
す
る
（tit. 2, art. 5.

）

・
中
央
学
校
の
教
授
の
解
任
に
は
、
聴
聞
と
教
育
審
査
会
の
助
言
に
基
づ
く
県
庁
の
裁
定
を
要
す
／
解
任
の
裁
定
は
、
県
総
裁

府
に
よ
る
承
認
が
無
け
れ
ば
、
効
力
を
有
し
な
い
（tit. 2, art. 6.

）

・
教
授
の
俸
給
以
外
の
中
央
学
校
に
関
す
る
学
則
は
、
県
庁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
県
総
裁
府
の
承
認
を
受
け
る
（tit. 2, art. 

9.

）

　

以
上
の
法
律
に
は
、「
法
律
学
」
の
講
義
に
つ
い
て
明
確
な
定
め
は
な
く
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
教
育
方
法
に
つ
い
て
は
、
良
く
も

悪
く
も
、
教
授
達
の
完
全
な
る
自
由
に
任
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
概
し
て
、
中
央
学
校
の
教
育
制
度
は
「
い
た
る
所
に
自
由
が
あ
り
、
自
由
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が
全
て
」
で
あ
っ
て
、
学
生
は
「
ひ
と
つ
あ
る
い
は
複
数
の
講
義
を
好
き
に
選
び
、
同
じ
教
育
年
度
の
間
で
あ
っ
て
も
、
理
由
も
な

く
、
あ
ち
ら
の
講
義
か
ら
こ
ち
ら
の
講
義
へ
と
、
し
ば
し
ば
渡
り
歩
く
」
と
い
う
あ
り
様
で
あ
っ
た（

（2
（

。

二
―
一
―
二
　「
法
律
学
」
講
義
の
実
相

　

フ
ラ
ン
ス
国
立
古
文
書
館
に
は
、
総
裁
政
府
時
代
末
期
に
中
央
学
校
の
教
授
達
に
対
し
て
行
わ
れ
た
、
教
育
調
査
に
関
す
る
一
連

の
文
書（

（2
（

が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
中
央
学
校
の
機
能
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
気
込
み
の
下
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
育
方
法
に
、

よ
り
一
層
の
統
一
性
を
持
た
せ
る
べ
く
、
時
の
内
務
大
臣
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ヌ
ー
シ
ャ
ト
ーFrançois de N

eufchâteau

（
（2
（

は
、

共
和
暦
七
年
花
月
二
〇
日
（
一
七
九
九
年
五
月
九
日
）
付
で
、
中
央
学
校
の
全
て
の
教
授
に
宛
て
て
、
教
育
資
格
・
教
歴
・
講
義
内

容
の
典
拠
・
学
生
の
履
修
状
況
な
ど
を
尋
ね
る
質
問
票（

（2
（

を
送
付
し
た
。
こ
の
質
問
票
に
対
す
る
教
授
達
か
ら
の
回
答
に
は
、
内
容
に

バ
ラ
つ
き
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
共
和
暦
五
年
～
七
年
に
か
け
て
の
法
律
学
講
義
に
関
す
る
興
味
深
い
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

以
下
で
は
、
そ
う
し
た
情
報
を
基
に
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
け
て
法
律
学
講
義
の
実
相
に
迫
っ
て
み
た
い
。

二
―
一
―
二
―
一　

法
律
学
教
授
の
人
物
像

　

中
央
学
校
の
設
置
に
際
し
て
、
公
教
育
委
員
会
は
、
共
和
暦
三
年
芽
月
三
〇
日
（
一
七
九
五
年
四
月
一
五
日
）
付
で
「
中
央
学
校

に
お
け
る
教
授
の
職
位
は
、
そ
の
学
識
が
完
全
に
知
ら
れ
、
あ
る
い
は
証
明
さ
れ
た
市
民
に
し
か
付
与
さ
れ
な
い
」
と
し
つ
つ
、
適

当
な
候
補
者
が
い
な
い
場
合
「
教
育
審
査
会
は
、
当
該
職
位
を
空
け
て
お
く
」
と
定
め
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
大
学
が
設
置
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
都
市
で
は
、
教
授
の
募
集
は
非
常
に
難
し
く
、
候
補
者
す
ら
見
付
か
ら
な
い
例
も
見
ら
れ
、
そ
れ
で
も
何
と
か
開
講
す

る
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
若
く
、
未
熟
な
者
も
候
補
者
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た（

（2
（

。

　

法
律
学
教
授
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
法
律
家hom

m
es de loi

」
が
相
応
し
い
が
、
共
和
暦
七
年
花
月
二
〇
日
の
教
育
調
査
に
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よ
れ
ば
、「
公
的
な
教
師instituteur public

」
も
し
く
は
「
私
的
な
教
師instituteur particulier

」
の
経
歴
に
関
す
る
質
問
に
、

八
名
が
フ
ラ
ン
ス
も
し
く
は
外
国
の
法
学
部
で
の
教
歴
を
答
え
、
一
五
名
が
「
私
的
な
教
師
」
す
な
わ
ち
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
教
授
で
あ

っ
た
旨
を
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
一
一
名
は
弁
護
士
や
裁
判
官
の
経
歴
を
、
六
名
は
革
命
下
で
行
政
職
に
あ
っ
た
旨
を
回
答
し

て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
法
律
学
教
授
達
の
教
養
は
大
し
た
も
の
で
あ
り
、
僅
か
な
が
ら
も
、
後
に
大
学
教
授
や
司
法
官
、

政
治
家
に
転
身
し
た
者
達
の
存
在
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
選
任
は
比
較
的
真
剣
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る（

（2
（

。
し
か
し
な
が

ら
、
概
し
て
や
る
気
は
あ
る
も
の
の
、
適
性
を
欠
い
た
法
律
学
教
授
達
は
、
全
体
的
に
か
な
り
凡
庸
な
法
律
家
で
あ
り
、
教
育
者
と

し
て
は
お
粗
末
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

ま
た
、
リ
シ
ャ
ー
ル
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
法
律
学
教
授
に
特
徴
的
な
属
性
と
し
て
、
①
古
法ancien droit 

の
最
後
の
註
釈
者
、

②
中
間
法
の
註
釈
者
、
③
来
る
べ
き
民
法
典
お
よ
び
民
法
到
来
の
目
撃
者
、
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
新
法
に
対
す
る
態
度

は
、
①
単
な
る
紹
介
、
②
法
的
な
解
釈
を
加
え
る
、
③
法
律
学
の
範
囲
を
超
え
た
賛
美
や
批
判
に
よ
っ
て
、
政
治
的
・
社
会
的
な
考

察
を
加
え
る
、
の
三
方
向
に
分
岐
す
る（

（3
（

。

二
―
一
―
二
―
二　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
概
要

　

先
に
述
べ
た
、
共
和
暦
三
年
風
月
七
日
の
デ
ク
レ
（chap.1, art. 6.

）
に
基
づ
き
、
共
和
暦
七
年
花
月
二
〇
日
の
教
育
調
査
で
は
、

講
義
ノ
ー
ト
の
提
出
も
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
優
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
を
教
科
書
と
し
て
公
刊
す
る
計
画
は
、
内
務

大
臣
ド
・
ヌ
ー
シ
ャ
ト
ー
が
全
て
の
中
央
学
校
教
授
に
宛
て
た
、
共
和
暦
五
年
果
実
月
二
〇
日
（
一
七
九
七
年
九
月
五
日
）
付
書
簡

に
お
い
て
、
既
に
以
下
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
た
。
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「
来
年
末
ま
で
に
、
講
義
ノ
ー
ト
の
写
し
を
ど
う
ぞ
お
送
り
く
だ
さ
い
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
偉
大
な
る
教
育
審
査
会
た
る
、
国
家
学
士
院

Institut national

に
内
容
を
検
討
し
て
も
ら
い
、
そ
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
一
等
賞
に
相
応
し
く
、
国
費
に
よ
る
出
版
の
価
値
あ
り
と

認
め
ら
れ
、
基
礎
と
な
る
ノ
ー
ト
を
提
出
し
た
各
講
義
の
教
授
に
は
、
政
府
が
褒
賞
を
授
与
し
ま
す（

（3
（

。」

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
試
み
が
奏
功
し
た
と
は
言
い
難
く
、
同
様
の
要
請
が
、
後
任
の
ル
ト
ゥ
ル
ヌ
ーLetourneux

、
次
い
で

ド
・
ヌ
ー
シ
ャ
ト
ー
本
人
（
共
和
暦
七
年
葡
萄
月
一
七
日（

（3
（

）、
さ
ら
に
キ
ネ
ッ
トQ

uinette

（
共
和
暦
七
年
第
五
補
充
日
）
に
よ
っ
て
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。
今
回
の
教
育
調
査
に
お
い
て
も
、
講
義
ノ
ー
ト
の
提
出
は
僅
か
で
あ
り
、
例
え
ば
、
私
法
全
般
を
扱
っ

た
完
全
な
講
義
ノ
ー
ト
は
一
件
に
止
ま
る（

（3
（

が
、
講
義
ノ
ー
ト
の
な
い
教
授
達
の
多
く
も
、
シ
ラ
バ
ス
や
講
義
の
概
要
、
年
度
末
に
行

わ
れ
る
公
開
試
験
の
設
問
一
覧
を
送
付
し
て
来
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
比
較
を
通
じ
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
概
要
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

中
央
学
校
設
置
の
目
的
が
「
最
大
多
数
に
と
っ
て
、
最
大
限
か
つ
直
接
的
に
役
立
つ
知
識
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
拡
充
」
に

あ
る（

（3
（

と
す
る
な
ら
ば
、「
法
律
学législation

」
と
い
う
漠
然
と
し
た
用
語
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
出
発
点

と
な
ろ
う
。
リ
シ
ャ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
用
語
は
、
啓
蒙
哲
学
の
系
譜
に
連
な
る
法
律
の
省
察
、
実
定
法
の
専
門
的
な
研
究
を
指

す
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
当
時
高
名
な
ナ
ポ
リ
の
法
学
者
・
哲
学
者
で
あ
っ
た
、
ガ
エ
タ
ー
ノ
・
フ
ィ
ラ
ン
ジ
ェ
ー
リ

Gaetano Filangieri

（
一
七
五
二
年
～
一
七
八
八
年
）
の
一
大
著
作
『
法
律
の
科
学La science de la législation

』【
仏
訳
版
】

（
全
六
巻
、
パ
リ
、
一
七
八
六
年
～
一
七
九
一
年
）
に
影
響
を
受
け
て
い
る（

（3
（

。
ま
た
、
ア
ル
ペ
ラ
ン
の
分
析
に
し
た
が
う
な
ら
、
ほ
と
ん

ど
の
教
授
達
に
と
っ
て
の
「
法
律
学
」
と
は
、
法
の
一
大
諸
分
野les grandes branches du droit

の
学
習
で
あ
り
、
自
然

法
・
公
法
・
万
民
法
・
民
法
・
刑
法
の
他
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
経
済
学
や
法
史
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た（

（3
（

。
実
際
、
共
和
暦
三
年

芽
月
二
二
日
の
公
教
育
委
員
会
審
議
録
に
は
、
法
律
学
教
授
は
倫
理
も
教
え
る
と
あ
り（

（3
（

、
共
和
暦
八
年
雨
月
一
六
日
の
審
議
録
に
は
、
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「
中
央
学
校
の
創
設
時
よ
り
、
当
該
講
義
に
は
、
倫
理
お
よ
び
法
律
学
講
義
の
名
前
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の

対
象
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
い
る
教
授
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
」
と
あ
る
一
方
、
共
和
暦
三
年
風
月
七
日
の
法
律
お
よ
び
共
和
暦
三

年
風
月
一
八
日
の
公
教
育
委
員
会
規
則
に
は
、「
経
済
学
お
よ
び
法
律
学
の
教
授
」
と
あ
り
、
内
容
は
一
定
し
な
い（

（4
（

。

　

か
く
し
て
、
大
半
の
法
律
学
講
義
に
お
い
て
、
自
然
法
の
学
習
が
導
入
部
を
な
し
、
自
然
法
と
公
法
に
続
き
、
民
法
が
三
本
目
の

柱
を
構
成
し
て
い
る
。
講
義
ノ
ー
ト
の
多
く
が
、
民
法
の
最
初
の
部
分
、
す
な
わ
ち
人
に
関
す
る
部
分
し
か
扱
っ
て
い
な
い
の
は
、

ほ
ぼ
全
て
の
教
授
達
が
、
こ
ぞ
っ
て
「
人
・
物
・
債
務
」
の
三
分
類
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
教
授

や
自
然
法
学
派
の
支
持
者
達
が
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
学
提
要
を
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
し
て
来
た
思
想
史
的
系
譜
に
連
な
る
も

の
と
言
え
る（

（4
（

。
共
和
暦
七
年
花
月
二
〇
日
の
教
育
調
査
か
ら
は
、
多
く
の
中
央
学
校
に
お
い
て
、
法
律
学
の
講
義
に
熱
心
な
学
生
や

父
兄
は
、
法
律
家
や
公
認
弁
護
人
（
弁
護
士
）、
裁
判
官
や
行
政
官
の
職
務
に
直
結
す
る
専
門
家
養
成
の
た
め
の
教
育
を
求
め
て
お

り
、
結
果
と
し
て
民
法
講
義
が
、
そ
う
し
た
学
生
や
父
兄
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
教
授
達
か
ら
も
徐
々
に
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、

導
入
部
と
し
て
の
自
然
法
も
放
棄
さ
れ
た
。
共
和
暦
七
年
熱
月
一
五
日
の
通
達
に
お
い
て
、
内
務
省
は
民
法
が
よ
り
多
く
の
学
生
を

惹
き
つ
け
る
こ
と
を
認
め
、
法
律
学
に
関
す
る
「
一
般
講
義cours général

」
と
は
別
に
、
よ
り
専
門
的
な
道
徳
哲
学
・
経
済

学
・
民
法
を
取
り
扱
う
「
特
殊
講
義cours particulier

」
の
開
講
に
検
討
の
余
地
を
認
め
て
い
る（

（4
（

。「
哲
学
的
な
精
神
が
、
徐
々

に
法
的
な
精
神
に
道
を
譲
っ
て
行
く
時
代（

（4
（

」
に
あ
っ
て
、
学
生
達
の
要
望
が
、
当
初
の
革
命
精
神
に
お
け
る
市
民
の
啓
蒙
に
根
差
し

た
、
哲
学
的
で
か
な
り
抽
象
的
な
自
然
法
の
考
察
か
ら
、
専
門
的
な
法
律
家
の
養
成
を
目
的
と
す
る
、
私
法
に
特
化
し
た
具
体
的
で

明
ら
か
に
専
門
的
な
研
究
へ
と
徐
々
に
移
行
し
た
結
果
、
法
律
学
講
義
は
、
旧
体
制
下
の
法
学
部
に
お
け
る
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
講
義

の
伝
統
に
回
帰
し
、
そ
れ
が
、
帝
政
期
の
法
学
部
に
お
け
る
「
民
法
典
講
義
」
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る（

（4
（

。

　

そ
も
そ
も
、
教
育
調
査
の
あ
っ
た
共
和
暦
七
年
の
段
階
で
、
法
律
学
教
授
達
は
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
由
来
の
異
な
る
様
々
な
法

源
を
学
生
に
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ペ
ラ
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
革
命
立
法
、
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
王
令
、
慣
習
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法
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
の
う
ち
、
ど
の
法
源
を
重
視
す
る
か
は
、
教
授
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
中
央
学
校
が
設
置
さ
れ

て
い
る
県
の
違
い
も
あ
れ
ば
、
個
人
的
な
好
み
の
違
い
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
は
成
文
法
地
域
の
み
な
ら
ず
、
慣
習
法

地
域
で
も
参
照
さ
れ
、
法
律
学
教
授
の
う
ち
二
五
名
が
、
民
法
講
義
の
典
拠
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
共

通
法droit com

m
un

」
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
の
援
用
は
、
特
に
ド
ゥ
ー
県
や
コ
ー
ト
＝
ド
ー
ル
県
、
ジ
ュ
ラ
県
、
オ
ー
ト
＝
ソ
ー

ヌ
県
そ
し
て
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
県
で
、
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
多
く
の
法
律
学
教
授
達
が
ロ
ー
マ
法
の
「
恒
久
的
諸
原
理

principes éternels
」
に
立
脚
し
て
教
え
て
お
り
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
学
提
要
を
民
法
の
基
本
書
と
し
て
利
用
し
て
い
る

こ
と
は
、
既
述
の
通
り
、
講
義
の
構
成
か
ら
し
て
明
白
で
あ
る（

（4
（

。「
民
法
に
関
す
る
多
く
の
事
項
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
大
部
分
が
、

古
法ancien droit

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る（

（4
（

」
と
い
う
、
リ
シ
ャ
ー
ル
の
指
摘
も
あ
る
通
り
、
民
法
典
編
纂
の
先
駆
け
と
な
る
、

不
確
か
で
方
向
性
の
定
ま
ら
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
法
律
学
教
授
を
含
む
法
律
家
は
、
古
法
と
新
立
法
を
綜
合
す
る
こ
と
で
、
真
の

「
フ
ラ
ン
ス
法
」
を
探
求
す
る
他
な
く
、
そ
う
し
た
状
況
は
、
ま
さ
に
、
ロ
ー
マ
法
と
慣
習
法
、
立
法
と
学
説
の
綜
合
を
模
索
し
た
、

旧
体
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
法
教
授
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う（

（4
（

。

二
―
一
―
二
―
二　

教
育
方
法
と
そ
の
評
価

　
「
講
義
で
何
を
扱
う
か
・
何
を
典
拠
と
す
る
か
」
の
選
択
と
同
様
に
、
ど
の
よ
う
な
教
育
方
法
を
選
択
す
る
か
も
、
基
本
的
に
法

律
学
教
授
の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
た
が
、
一
般
的
に
は
、
自
然
法
・
公
法
・
民
法
・
刑
法
の
順
に
、
二
年
間
の
講
義
が
行
わ
れ
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
法
の
一
般
原
則
を
示
し
た
後
に
、
解
釈
と
実
定
法
を
示
す
方
法
も
見
ら
れ
た（

（4
（

。
実
際
、
内
務
大
臣
キ
ネ
ッ
ト
は
、

先
の
教
育
調
査
を
受
け
た
共
和
暦
七
年
熱
月
一
五
日
（
一
七
九
九
年
八
月
二
日
）
の
通
達（

（4
（

の
中
で
、
中
央
政
府
に
よ
る
教
育
方
針
の

提
示
を
求
め
る
法
律
学
教
授
達
に
向
け
て
「
人
間
の
本
性
と
知
力
か
ら
汲
み
出
さ
れ
、
真
っ
当
な
利
益
と
幸
福
で
あ
ろ
う
と
す
る
抗

い
が
た
い
欲
望
に
基
づ
い
た
倫
理
の
基
礎
」・
自
然
法
・
公
法
・
刑
法
お
よ
び
民
法
・
経
済
学
・
万
民
法
を
法
律
学
講
義
の
内
容
と
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定
め
、
二
年
間
の
講
義
が
好
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

講
義
に
際
し
て
は
、
教
授
が
予
め
用
意
し
た
講
義
を
学
生
に
書
き
取
ら
せ
る
、
旧
体
制
下
の
大
学
に
お
け
る
講
義
ス
タ
イ
ル
が
普

通
で
あ
っ
た
。
共
和
暦
七
年
花
月
二
〇
日
の
教
育
調
査
で
、
内
務
大
臣
が
講
義
ノ
ー
ト
の
提
出
を
求
め
た
の
は
、
こ
う
し
た
教
育
方

法
を
推
奨
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
時
間
が
か
か
り
、
学
生
が
専
ら
受
動
的
な
役
割
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
点
も
夙
に

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
あ
え
て
、
学
生
の
積
極
性
を
引
き
出
す
た
め
の
教
育
的
配
慮
を
実
践
す
る
教
授
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

中
央
学
校
に
お
け
る
法
律
学
講
義
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
地
域
で
か
な
り
の
バ
ラ
つ
き
が
見
ら
れ
、
ド
ゥ
ー
県
や
コ
ー
ト
＝
ド
ー

ル
県
、
ロ
ー
ヌ
県
で
成
功
を
収
め
る
一
方
、
多
く
は
未
開
講
あ
る
い
は
履
修
者
が
い
な
い
か
、
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
教
育
内
容
も
凡

庸
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

（5
（

。
事
実
、
先
の
教
育
調
査
に
お
け
る
、
法
律
学
講
義
に
関
す
る
回
答
が
六
七
件
の
み
と
い
う
結
果
は
、
共
和

暦
七
年
の
段
階
で
中
央
学
校
は
九
七
校
を
数
え
て
い
た
と
い
う
証
言（

（5
（

に
鑑
み
れ
ば
、
当
講
義
が
既
に
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た

こ
と
を
推
察
さ
せ
る（

（5
（

。（
調
査
の
結
果
、
約
三
〇
校
で
、
教
授
も
し
く
は
学
生
の
欠
如
の
た
め
未
開
講
で
あ
り
、
回
答
を
寄
せ
た
六
七
名
の

法
律
学
教
授
の
う
ち
、
五
名
が
共
和
暦
七
年
度
の
学
生
数
を
〇
名
と
回
答
し
、
一
一
名
が
学
生
数
一
～
五
名
、
二
一
名
が
学
生
数
五
～
一
〇
名
、

一
四
名
が
学
生
数
一
〇
～
一
五
名
、
四
名
が
学
生
数
一
五
～
二
〇
名
、
六
名
が
学
生
数
二
〇
名
以
上
と
回
答
し
て
お
り
、
六
校
分
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
。）

　

こ
の
よ
う
な
不
況
の
一
因
と
し
て
、
学
生
の
学
力
不
足
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
先
に
述
べ
た
「
ド
ヌ
ー
法
」
の
規
定
に
よ
り
、

第
三
科
に
配
置
さ
れ
た
（tit. 2, art. 2.

）
法
律
学
講
義
の
対
象
年
齢
は
一
六
歳
以
上
（tit. 1, art. 3.

）
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
中
等
教

育
を
欠
く
若
者
達
に
は
、
講
義
に
つ
い
て
行
け
る
程
の
充
分
な
素
養
・
学
力
は
期
待
で
き
ず
、
法
律
学
は
、
同
じ
第
三
科
内
の
競
合

科
目
（
一
般
文
法
・
文
芸
・
歴
史
）
に
人
気
を
奪
わ
れ
、
ほ
ぼ
全
て
の
中
央
学
校
に
お
い
て
、
最
も
学
生
数
の
少
な
い
科
目
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
学
則
に
よ
っ
て
は
、「
愛
好
家am

ateur

」
や
「
聴
講
生auditeur libre

」
と
呼
ば
れ
る
、
も
っ
と
年
上
の
、

単
な
る
好
奇
心
や
職
業
上
の
関
心
か
ら
出
席
を
希
望
す
る
者
達
に
も
、
門
戸
を
開
い
て
お
り
、
父
兄
や
公
証
人
書
生
、
公
認
弁
護
人
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（
弁
護
士
）
ば
か
り
か
、
時
に
裁
判
官
も
見
受
け
ら
れ
る（

（5
（

。

　

さ
ら
に
、
法
律
学
講
義
自
体
の
水
準
の
低
さ
も
、
要
因
と
し
て
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ア
ン
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
急
い

で
採
用
さ
れ
た
法
律
学
教
授
達
は
、
大
抵
の
場
合
、
そ
の
資
質
を
欠
い
て
お
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
概
し
て
詰
め
込
み
主
義
的
な
、

あ
れ
も
こ
れ
も
の
広
く
浅
い
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
平
均
週
六
時
間
の
授
業
で
は
、
法
律
学
を
概
観
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、

と
い
う
あ
り
様
で
あ
っ
た（

（5
（

。
そ
う
し
た
状
況
は
、
公
教
育
評
議
会
（
共
和
暦
七
年
霧
月
一
一
日
付
の
内
務
省
令
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
、

内
務
省
の
諮
問
会
議
）
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
共
和
暦
八
年
雨
月
一
六
日
（
一
八
〇
〇
年
二
月
五
日
）
の
報
告
書（

（5
（

に
お
い
て
は
、

「
公
費
で
の
出
版
に
値
す
る
講
義
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
法
律
学
講
義
は
「
中
等
教
育
に
迷
い
込
ん
だ
高
等
教
育

の
講
義
」
で
あ
り
、
学
生
を
惹
き
つ
け
る
に
は
専
門
的
過
ぎ
る
が
、
履
修
者
が
そ
の
ま
ま
法
律
家
の
道
に
進
む
に
は
不
充
分
で
あ
っ

て
、
時
の
内
務
大
臣
ジ
ャ
ン
＝
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
シ
ャ
プ
タ
ルJean-A

ntoine Chaptal

が
、
共
和
暦
九
年
霧
月
一
八
日
（
一
八
〇

〇
年
一
一
月
九
日
）
の
国
務
院
に
お
け
る
公
教
育
法
案
の
審
議
に
際
し
、「
法
律
の
学
習
は
、
今
日
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
蔑
ろ
に
さ

れ
て
お
り
、
早
急
に
厳
密
な
る
組
織
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
学
校
で
教
育
を
受
け
た
法
律
家
に
は
、
も
は
や
実
質
的
な
知
識

は
存
在
し
な
い（

（5
（

」
と
述
べ
る
が
如
く
で
あ
っ
た
。

二
―
二　

モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育
の
実
相

　

こ
れ
ま
で
、
中
央
学
校
に
お
け
る
法
律
学
講
義
を
平
均
化
し
つ
つ
、
法
教
育
の
あ
ら
ま
し
を
概
観
し
て
来
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
、

よ
り
具
体
的
に
、
手
稿
の
出
所
と
目
さ
れ
る
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
の
中
央
学
校
に
お
け
る
、
法
律
学
講
義
の
実
相
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
の
法
律
学
教
授
は
、
前
期
（
共
和
暦
五
年
～
八
年
）
と
後
期
（
共
和
暦
九
年
～
一
二
年
）

で
、
各
々
ク
ロ
ー
ド
・
ピ
コ
レClaude Picollet

お
よ
び
ア
ン
テ
ル
ム
・
マ
ラ
ンA

nthelm
e M

arin

、
二
名
の
存
在
を
確
認
で
き

る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
講
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
行
く
。
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二
―
二
―
一
　
ク
ロ
ー
ド
・
ピ
コ
レ
に
よ
る
講
義

　

ピ
コ
レ
の
講
義
に
関
し
て
は
、
共
和
暦
七
年
牧
草
月
一
七
日
（
一
七
九
九
年
六
月
五
日
）
付
で
、
共
和
暦
七
年
花
月
二
〇
日
の
教

育
調
査
へ
の
回
答
書（

（5
（

が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
相
を
か
な
り
の
程
度
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
ピ
コ
レ
は
共
和
暦
五
年
霜
月
一
日
（
一
七
九
六
年
一
一
月
二
一
日
）
の
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
開
校
日
よ
り
、

法
律
学
教
授
を
務
め
て
い
る
が
、
当
初
は
受
講
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
科
目
の
開
講
は
花
月
一
日
（
一
七
九
七
年
四
月
二
〇
日
）

に
ず
れ
込
ん
だ
。
革
命
以
前
は
法
律
家hom

m
e de loi

で
あ
り
、
公
教
育
の
教
歴
は
一
切
な
い
。

　

講
義
ノ
ー
ト
に
関
し
て
は
、
多
忙
を
極
め
る
た
め
講
義
内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
未
だ
送
付
し
て
い
な
い
が
、
共
和
暦

五
年
と
六
年
の
終
わ
り
に
行
っ
た
試
験
の
記
録
中
に
講
義
の
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
送
付
済
み
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

ら
の
記
録
を
読
め
ば
、
一
年
生
に
は
充
分
な
学
習
効
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
、
と
さ
れ
る
。

　

講
義
の
改
善
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
学
生
の
知
識
の
欠
如
、
段
階
的
な
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
学
生
に
講
義
を
書
き
取

ら
せ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
学
生
が
ノ
ー
ト
を
取
る
た
め
に
は
、
無
駄
に
話
が
飛
ぶ
こ
と
の
無
い
よ
う
に
心
が
け
つ

つ
、
よ
り
よ
く
整
理
さ
れ
た
所
見
を
繰
り
返
し
述
べ
、
話
し
方
も
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
講
ノ
ー
ト
は
、
格
言
や
原
理
原

則
、
学
問
の
各
部
分
に
関
す
る
様
々
な
見
解
を
さ
ら
え
ば
充
分
だ
と
思
っ
て
い
る
学
生
に
、
充
分
な
時
間
を
か
け
て
学
問
の
各
部
分

を
順
番
通
り
に
反
復
す
る
こ
と
の
成
果
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

講
義
に
際
し
て
教
科
書
は
用
い
て
お
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
参
考
書
の
力
を
借
り
て
い
る
が
、
法
律
学
の
現
状
か
ら
し
て
、
古
典

を
講
義
に
採
り
入
れ
る
べ
き
と
は
思
わ
な
い
。
古
典
は
、
観
察
と
思
考
の
労
を
軽
減
し
つ
つ
、
進
歩
の
方
向
性
を
決
め
る
の
に
役
立

つ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
明
ら
か
に
し
た
り
、
関
係
性
を
調
整
し
た
り
、
新
た
に
発
見
を
付
け
加
え
る
必
要
が
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
学
問
の
発
展
に
は
寄
与
し
な
い
。

　

講
義
に
お
け
る
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
目
的
は
、
自
ら
に
と
っ
て
真
実
と
思
し
き
道la véritable voye

を
学
生
に
辿
ら
せ
る
こ
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と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
最
良
の
方
法
論
と
は
、
そ
こ
か
ら
事
実faits

と
観
察observations

が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
探
求

recherche

で
あ
る
。

　

講
義
の
典
拠
と
し
て
は
、
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
て
』・『
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
』・『
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
』・『
法
律
に

つ
い
て
』・『
国
家
に
つ
い
て
』
の
他
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
『
人
間
の
自
然
誌
』、
ル
ソ
ー
、
グ
ラ

ヴ
ィ
ナ
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
ロ
ッ
ク
、
ダ
ゲ
ッ
ソ
ー
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
マ
ブ
リ
、
コ
ン
デ
ィ

ヤ
ッ
ク
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
、
ク
ラ
プ
ロ
ー
ト
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
、
レ
イ
ナ
ル
ド
、
プ
リ
ュ
ケ
、
ス
ミ
ス
、
そ
の
他
の
経
済
学
者
が
あ

げ
ら
れ
る
。
一
方
、
フ
ィ
ラ
ン
ジ
ェ
ー
リ
か
ら
得
る
と
こ
ろ
は
、
僅
か
で
あ
っ
た
。

　

講
義
の
実
態
に
関
し
て
は
、
仮
学
則
に
従
い
、
一
旬
日
あ
た
り
五
コ
マ
し
か
担
当
し
て
い
な
い
が
、
共
和
暦
六
年
の
花
月
（
一
七

九
八
年
四
月
）
に
は
、
学
生
が
二
名
に
ま
で
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
修
習
の
手
段
が
な
い
と
不
満
を
抱
く
弁
護
人
や
、
公
証

人
を
目
指
す
市
民
に
も
聴
講
を
認
め
た
た
め
、
新
た
に
県
庁
か
ら
私
法
の
基
礎
に
関
す
る
講
義
の
許
可
を
得
て
、
毎
日
二
つ
の
授
業

を
交
互
に
行
う
こ
と
に
な
り
（
第
五
日
と
第
一
〇
日
を
除
く
）、
記
録
に
あ
る
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
試
験
を
行
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

の
年
度
毎
の
学
生
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
共
和
暦
五
年
度
の
法
律
学
講
義
の
履
修
者
は
五
名
で
あ
り
、
全
員
二
〇
歳
で
あ
っ
た

・
共
和
暦
六
年
度
の
法
律
学
講
義
の
履
修
者
は
三
名
か
ら
二
名
に
減
り
、
私
法
講
義
（
講
義
ノ
ー
ト
は
手
元
に
な
い
）
の
履
修
者

は
約
二
〇
名
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
歳
～
三
〇
歳
で
あ
っ
た

・
共
和
暦
七
年
度
の
法
律
学
講
義
の
履
修
者
は
な
く
、
私
法
講
義
の
履
修
者
は
一
三
名
で
あ
り
、
一
七
歳
～
三
〇
歳
で
あ
る

　

対
象
を
一
般
的
な
観
点
と
全
く
の
初
歩
的
な
事
項
に
限
る
こ
と
で
、
法
律
学
講
義
は
一
年
に
圧
縮
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
提
出
し
た
講
義
計
画
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
共
和
暦
五
年
の
講
義
を
基
に
、
経
済
学
も
取
り
扱
う
予
定
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
二
年
が
必
要
で
あ
る
。
同
じ
く
、
私
法
の
基
礎
講
義
も
二
年
を
要
す
る
。

二
―
二
―
二
　
ア
ン
テ
ル
ム
・
マ
ラ
ン
に
よ
る
講
義

　

マ
ラ
ン
の
講
義
に
関
し
て
は
、
ピ
コ
レ
の
様
な
回
答
書
は
存
在
し
な
い
が
、
当
時
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
長
で
あ
っ
た
、
ジ

ョ
ル
ジ
ュ
＝
マ
リ
ー
・
レ
モ
ンGeorge-M

arie Raym
ond

（
歴
史
お
よ
び
数
学
教
授
）
に
よ
る
、
年
次
報
告
書
が
三
年
度
分
（
共
和

暦
九
年
度
～
一
一
年
度
）
と
、
共
和
暦
一
〇
年
度
お
よ
び
一
二
年
度
の
開
講
告
示
が
現
存
し
て
お
り
、
以
下
多
く
の
情
報
を
得
る
こ

と
が
出
来
る
。

二
―
二
―
二
―
一　

共
和
暦
九
年
度
の
報
告
書（

（5
（

　

共
和
暦
九
年
度
は
、
以
下
二
つ
の
講
義
が
開
講
さ
れ
た
。

①
実
務
民
事
法
学
お
よ
び
訴
訟
進
行
の
基
礎
概
論
：
公
証
人
・
代
訴
人
・
そ
の
他
の
養
成
向
け

②
民
事
法législation civile

概
論
：
法
律
家
（
実
務
家
）
向
け

　
【
講
義
①
】

・
当
講
義
で
は
、
共
通
法droit com

m
un

す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
法
に
し
た
が
っ
て
、
民
事
法législation civile

の
諸
原
理

が
教
え
ら
れ
る
／
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
に
固
有
の
判
例
や
、
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
の
勅
令
に
も
た
ら
さ
れ
た
変
更
に
つ
い
て
取
り
上

げ
た
う
え
で
、
共
和
国
の
法
律
に
基
づ
く
、
現
時
点
で
の
法
律
学
に
つ
い
て
説
明
す
る
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【
講
義
②
】

・
年
度
の
始
め
に
、
民
法
典
に
導
入
さ
れ
た
プ
ラ
ン
に
し
た
が
っ
て
、
法
律
学science légale

を
四
つ
の
部
分
に
区
分
す
る

と
説
明
し
た
う
え
で
、
第
一
部
「
人
の
法
概
論
」
お
よ
び
「
対
物
性réalité

」
と
「
対
人
性personnalité

」
か
ら
生
じ
る

法
（
＝
法
規
分
類
説
に
お
け
る
「
物
の
法
」
と
「
人
の
法
」）
の
概
論
に
つ
い
て
講
義
を
行
う

・
次
年
度
は
、
第
二
部
す
な
わ
ち
、「
社
交
的
取
引transactions sociales

と
は
無
関
係
に
物
を
取
得
す
る
方
法
」
で
対
象

と
な
る
「
物choses
」
を
取
り
上
げ
る

　

大
変
興
味
深
い
こ
と
に
、
当
年
次
報
告
書
に
は
、
各
講
義
の
成
績
優
秀
者
に
与
え
ら
れ
る
賞
品
と
し
て
、
以
下
の
書
籍
が
あ
げ
ら

れ
て
お
り
、
コ
シ
ャ
ン
や
ド
・
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
、
ポ
テ
ィ
エ
と
言
っ
た
、
当
時
の
法
教
育
に
お
い
て
通
説
的
な
地
位
を
占
め
る
法
学

者
の
名
前
と
共
に
、
パ
ン
テ
オ
ン
中
央
学
校
に
お
け
る
ペ
ロ
ー
の
法
律
学
講
義
（
自
然
法
）
に
定
評
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
【
講
義
①
】

一
等
：H
enri Cochin, Œ

uvres de feu M
. Cochin, écuyer, avocat au parlem

ent, 6‌ vols., Paris, 1771-1780.

二
等
：C.-J. de Ferrière, N

ouvelle traduction des Institutes de lʼem
péreur Justinien, nouv. éd., 7‌ vols., 

Paris, 1787.

三
等
：Jean-A

ndré Perreau, É
lém

ens de législation naturelle destinés à lʼusages des élèves de lʼécole 

centrale du Panthéon, Paris, M
essidor an IX

 

（1801

）.
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【
講
義
②
】

Robert-Joseph Pothier, Pandectæ
 Justinianæ

, in novum
 ordinem

 digestæ
, nov. éd., 3� vols., Lyon, 1782.

二
―
二
―
二
―
二　

共
和
暦
一
〇
年
度
の
開
講
告
示（

（5
（

　

共
和
暦
一
〇
年
度
は
、
以
下
二
つ
の
講
義
が
開
講
さ
れ
る
。

①
実
務
民
事
法
学
お
よ
び
訴
訟
進
行
の
基
礎
概
論
：
治
安
判
事
・
公
証
人
・
代
訴
人
の
養
成
向
け

②
民
事
法
概
論
：
法
律
家
向
け

　

講
義
②
で
は
、
民
法
典
に
導
入
さ
れ
た
プ
ラ
ン
に
し
た
が
っ
て
、
法
律
学
を
四
つ
の
部
分
に
分
け
て
講
義
を
行
う
／
第
一
部
は
共

和
暦
九
年
度
に
取
り
扱
っ
た
の
で
、
今
年
度
は
第
二
部
す
な
わ
ち
、「
社
交
的
取
引
と
は
無
関
係
に
物
を
取
得
す
る
方
法
」
か
ら
考

察
さ
れ
た
「
物
」
を
取
り
上
げ
る
。

二
―
二
―
二
―
三　

共
和
暦
一
〇
年
度
の
報
告
書（

（6
（

　

共
和
暦
一
〇
年
度
は
大
盛
況
で
あ
り
、
以
下
の
講
義
が
開
講
さ
れ
た
。

①
現
行
法
に
適
用
さ
れ
る
、
ロ
ー
マ
法
格
言
に
基
づ
く
民
事
法
学
の
基
礎
に
つ
い
て

②
刑
法
理
論
上
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
敷
衍
さ
れ
た
、
刑
事
法
学
に
つ
い
て



85

「あるべきものce qui doit être」の学から「有用性utilité」の学へ：フランス中間法時代のサヴォワにおける法教育の実相
　

講
義
は
、
学
生
の
間
に
大
い
な
る
競
争
心
を
巻
き
起
こ
し
、
近
隣
諸
県
か
ら
も
、
当
校
に
お
い
て
法
律
学
の
諸
原
理
を
吸
収
し
よ

う
と
多
く
の
学
生
が
集
ま
っ
て
来
た
が
、
皆
優
秀
な
成
績
を
修
め
た
と
さ
れ
る
。

二
―
二
―
二
―
三　

共
和
暦
一
一
年
度
の
報
告
書（

（6
（

　

共
和
暦
一
一
年
度
の
学
生
数
は
、
過
年
度
に
も
増
し
て
多
く
、
三
〇
名
を
数
え
、
彼
ら
は
若
者
に
期
待
さ
れ
る
競
争
心
に
満
ち
て

お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
成
年
に
達
し
て
い
た
。

　

講
義
は
、
前
年
度
と
同
様
、
民
法droit civil

の
基
礎
講
義
で
あ
っ
た
が
、
次
年
度
は
、
民
法
典
の
註
釈
を
行
い
、
ロ
ー
マ
法
の

諸
原
理
に
従
っ
て
解
説
し
、
裁
判
所
の
実
務
に
則
し
た
形
と
な
る
。

二
―
二
―
二
―
四　

共
和
暦
一
二
年
度
の
開
講
告
示（

（6
（

　

モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
は
、
共
和
暦
一
二
年
雪
月
一
日
（
一
八
〇
三
年
一
二
月
二
三
日
）
を
も
っ
て
閉
校
と
な
っ
た（

（6
（

た
め
、
当

該
年
度
の
報
告
書
は
存
在
し
な
い
が
、
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
市
の
城
壁
に
掲
げ
ら
れ
た
開
講
告
示
か
ら
、
次
の
情
報
が
得
ら
れ
る
。

・
パ
リ
法
律
学
大
学université de jurisprudence de Paris

の
構
成
員
に
し
て
法
学
教
授（

（6
（

の
ア
ン
テ
ル
ム
・
マ
ラ
ン
が
、

引
き
続
き
法
律
学
講
義
を
担
当
す
る

・
講
義
は
、
木
曜
と
日
曜
を
除
く
毎
日
、
午
後
三
時
～
午
後
四
時
三
〇
分
ま
で
行
わ
れ
（
夏
期
は
、
午
後
三
時
三
〇
分
～
午
後
五

時
ま
で
）、
裁
判
所
の
実
務
に
従
事
す
る
者
の
都
合
に
も
配
慮
し
て
い
る

・
講
義
時
間
の
四
分
の
三
は
書
き
取
り
に
充
て
ら
れ
、
残
り
の
時
間
で
説
明
を
加
え
る

・
若
い
学
生
を
念
頭
に
、
新
民
法
典
の
理
論
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
法
の
諸
原
理
に
基
づ
き
、
裁
判
所
実
務
に
則
し
た
形
で
説
明
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が
加
え
ら
れ
る
／
規
定
の
真
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
ロ
ー
マ
法
と
の
適
合
性
と
差
異
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
法
典
で
は
、

お
そ
ら
く
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
問
題
点
を
取
り
上
げ
、
法
的
に
妥
当
な
解
決
を
提
示
す
る

二
―
二
―
三
　
小
　
括

　

以
上
、
ピ
コ
レ
と
マ
ラ
ン
の
講
義
の
主
な
特
徴
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

革
命
前
は
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
で
元
老
院
付
弁
護
士
（
一
七
六
九
年
登
録（

（6
（

）、
共
和
暦
四
年
風
月
か
ら
収
穫
月
（
一
七
九
六
年
三
月
～
六

月
）
ま
で
は
民
事
裁
判
所
第
一
部
の
長
を
務
め
た（

（6
（

ピ
コ
レ
の
講
義
は
、
専
ら
口
頭
で
行
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ク
テ
（
学
生
に
よ

る
講
義
の
書
き
取
り
）
も
な
け
れ
ば
、
教
科
書
も
な
く
、
多
忙
を
理
由
に
講
義
ノ
ー
ト
さ
え
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
ま

り
体
系
的
と
は
言
え
な
い
講
義
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
窺
わ
れ
る
。
法
律
学
講
義
の
内
容
に
関
し
て
は
、
典
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
る
著
者
名
を
見
る
限
り
、
自
然
法
・
ロ
ー
マ
法
・
万
民
法
・
刑
法
・
古
代
～
啓
蒙
期
の
道
徳
哲
学
・
経
済
学
ま
で
幅
広
く
、
あ
え

て
フ
ィ
ラ
ン
ジ
ェ
ー
リ
の
影
響
を
斥
け
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
学
生
数
は
低
調
で
あ
り
、
学
習
効
果
も
乏
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
受
講
者
の
学
力
不
足
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
講
義
の
質
に
も
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
特
筆
す
べ
き
点
と
し

て
、
若
年
者
を
対
象
と
す
る
、
こ
う
し
た
法
律
学
講
義
の
他
に
、
一
般
の
法
実
務
家
お
よ
び
そ
の
志
望
者
に
向
け
た
私
法
講
義
を
わ

ざ
わ
ざ
併
設
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
好
評
を
博
し
て
い
た
様
子
（
共
和
暦
七
年
度
は
、
私
法
講
義
の
み
開
講
）
が
看
取
さ
れ
る
。

　

他
方
、
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
市
政
参
事
会
員
・
弁
護
士
市
民
代
表
・
サ
ヴ
ォ
ワ
元
老
院
員
外
次
席
検
事
代
理
を
経
て
、
国
民
公
会
お
よ

び
五
百
人
会
の
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
選
出
代
議
員
を
歴
任
し
た（

（6
（

マ
ラ
ン
の
講
義
も
、
ピ
コ
レ
と
同
じ
く
二
本
立
て
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
、

専
ら
一
般
の
法
実
務
家
と
そ
の
志
望
者
を
対
象
と
し
て
い
た
。
講
義
の
主
軸
は
「
共
通
法droit com

m
un

」
た
る
ロ
ー
マ
法
で
あ

り
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
学
提
要
に
沿
っ
た
体
系
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
来
る
べ
き
民
法
典
の
諸
原
理

が
、
革
命
立
法
と
サ
ヴ
ォ
ワ
法
の
地
域
性
に
即
し
た
形
で
、
ロ
ー
マ
法
原
理
に
よ
っ
て
綜
合
的
・
体
系
的
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
ピ
コ
レ
の
講
義
と
は
対
照
的
に
デ
ィ
ク
テ
が
重
視
さ
れ
、
活
況
を
呈
し
て
お
り
、
近
隣
諸
県
か
ら
も
多
数
の
受
講
希
望
者
が

集
ま
っ
た
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
質
の
高
い
講
義
ノ
ー
ト
の
存
在
が
推
察
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
るInstitutiones

方
式
に
則
し
て
民

法
を
四
部
に
分
け
、
先
ず
は
第
一
部
「
人
の
法
概
論
」
お
よ
び
法
規
分
類
説
に
お
け
る
法
の
属
人
性
（
人
の
法
）・
属
地
性
（
物
の

法
）
に
関
す
る
講
義
を
行
い
、
第
二
部
に
関
す
る
講
義
は
次
年
度
に
回
す
と
い
う
、
共
和
暦
九
年
度
の
マ
ラ
ン
に
よ
る
「
民
事
法
概

論
」
の
構
成
は
、
そ
の
ま
ま
、
手
稿
の
本
文
前
半
部
と
書
き
継
ぎ
の
関
係
性
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
加
え
て
、
ロ
ー
マ
法
を
基
軸

に
、
現
行
法
で
あ
る
革
命
立
法
と
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
の
法
状
況
に
関
連
付
け
て
民
法
原
理
を
解
説
す
る
ス
タ
イ
ル
も
、
年
次
報
告
書
や

開
講
掲
示
に
見
る
マ
ラ
ン
の
講
義
の
特
徴
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
符
合
を
勘
案
す
れ
ば
、
件
の
講
義
筆
記
が
マ
ラ
ン
の
も
の

で
あ
る
と
見
て
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
あ
え
て
二
つ
の
講
義
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
や
、
註
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
文
の
緻

密
な
引
照
や
典
拠
の
適
示
、
詳
細
な
目
次
の
存
在
な
ど
か
ら
、
手
稿
は
マ
ラ
ン
本
人
の
「
民
事
法
概
論
」
講
義
ノ
ー
ト
、
そ
れ
も
公

刊
を
期
し
て
、
書
き
継
ぎ
に
よ
る
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
目
さ
れ
る
。

三　

デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
の
法
教
育
論
：
公
民
教
育
と
し
て
の
法
律
学
講
義

　

か
く
し
て
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
け
る
、
実
務
家
教
員
に
よ
る
専
門
的
な
法
教
育
へ
の
明
ら
か
な
特
化
傾
向
は
、
中

央
学
校
の
そ
も
そ
も
の
設
置
理
念
お
よ
び
公
教
育
を
所
管
す
る
内
務
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
公
教
育
評
議
会
の
意
向
に
そ
ぐ
わ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。

三
―
一　

中
央
学
校
の
設
置
理
念
：
コ
ン
ド
ル
セ
の
教
育
案
に
お
け
る
法
教
育

　

中
央
学
校
の
設
置
を
め
ぐ
る
国
民
公
会
の
議
論
で
は
、
法
律
専
門
職
養
成
学
校
の
創
設
案
は
斥
け
ら
れ
、
共
和
暦
四
年
霧
月
三
日
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（
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
五
日
）
の
デ
ク
レ
（
ド
ヌ
ー
法
）
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
教
育
案
を
部
分
的
に
採
用
し
、
各
中
央
学

校
に
「
法
律
学
」
の
講
義
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

一
七
九
二
年
四
月
二
〇
日
―
二
一
日
、
公
教
育
委
員
会
の
名
で
立
法
院
に
提
出
さ
れ
た
コ
ン
ド
ル
セ
の
教
育
案
は
、
あ
ら
ゆ
る
学

年
で
、
倫
理
と
「
社
会
科
学science sociale

」
の
教
育
を
想
定
し
て
お
り
、「
市
民
が
法
律
を
愛
し
、
真
に
自
由
で
あ
り
続
け
る

に
は
、［
…
］
こ
れ
ら
自
然
的
正
義
の
諸
原
理
、
す
な
わ
ち
法
律
の
展
開
と
適
用
に
他
な
ら
ぬ
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。［
…
］
法
律
を
愛
す
る
こ
と
で
、
法
律
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（6
（

」
と
さ
れ
た
。

　

そ
こ
か
ら
、
初
等
教
育
の
教
師
は
、
生
徒
に
憲
法
お
よ
び
人
権
宣
言
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
全
市
民
を
対
象
と
す
る
講
演
会
を

定
期
的
に
開
催
し
て
「
憲
法
の
他
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
知
っ
て
お
く
べ
き
諸
法
、
特
に
陪
審
員
や
治
安
判
事
、
市
の
役
人
に
関
す
る

も
の
に
つ
い
て
教
え
、
必
須
と
な
る
新
法
を
告
知
し
、
解
説
を
加
え
る
」
こ
と
を
任
務
と
す
る
。（
草
案tit. II, art. 7, 3

o.

（
（6
（

）
こ
れ
に

次
ぐ
、
地
区
の
中
等
学
校
に
お
い
て
は
、「
主
要
な
法
律
お
よ
び
合
意
と
契
約
の
ル
ー
ル
に
関
す
る
説
明
と
共
に
」
倫
理
お
よ
び
社

会
科
学
の
初
歩
を
よ
り
詳
し
く
敷
衍
（
草
案tit. III, art. 1, 3

o.

（
（7
（

）
し
つ
つ
、
商
取
引
の
初
歩
を
講
じ
、
さ
ら
に
、
第
三
課
程
の
「
学

院instituts

」
に
は
、
一
名
の
「
法
律
学
・
経
済
学
・
商
取
引
基
礎
」
担
当
教
授
が
置
か
れ
（
草
案tit. IV

, art. 2, 2
o classe.

（
（7
（

）、
こ

れ
が
、
中
央
学
校
に
お
け
る
法
律
学
教
授
の
原
型
と
な
っ
た
。

三
―
二　

デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
の
法
教
育
論
：「
あ
る
も
のce qui est

」
と
「
あ
る
べ
き
も
のce qui doit être

」

三
―
二
―
一
　
公
教
育
評
議
会
の
法
教
育
理
念

　

共
和
暦
七
年
霧
月
一
一
日
（
一
七
九
八
年
一
一
月
一
日
）
付
の
内
務
省
令
に
よ
り
、
公
教
育
を
所
管
す
る
内
務
省
の
諮
問
機
関
と

し
て
創
設
さ
れ
た
公
教
育
評
議
会
は
、
九
名
の
構
成
員
か
ら
成
り
、
先
の
共
和
暦
七
年
花
月
二
〇
日
の
教
育
調
査
に
対
す
る
教
授
達

の
回
答
、
講
義
ノ
ー
ト
、
そ
の
他
の
付
属
書
類
の
吟
味
、
各
構
成
員
が
専
門
分
野
毎
に
作
成
し
た
報
告
書
を
基
に
、
教
授
達
へ
の
個
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別
の
回
答
案
や
一
般
的
な
性
質
を
持
つ
通
達
の
原
案
、
印
刷
し
全
て
の
中
央
学
校
に
普
及
さ
せ
る
た
め
に
選
ば
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
を

内
務
省
に
提
出
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

　

法
律
学
の
講
義
に
関
し
て
は
、
共
和
暦
七
年
風
月
五
日
（
一
七
九
九
年
二
月
五
日
）
付
の
書
簡（

（7
（

に
よ
り
、
法
律
学
と
一
般
文
法
の

講
義
ノ
ー
ト
の
吟
味
を
活
性
化
す
べ
く
、
時
の
内
務
大
臣
ド
・
ヌ
ー
シ
ャ
ト
ー
か
ら
直
々
に
任
命
さ
れ
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
デ
テ

ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ーA

ntoine D
estutt de T

racy

（
（7
（

が
、
公
教
育
評
議
会
内
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ア
ル
ペ
ラ
ン

の
考
証
に
よ
る
と
、
彼
は
公
教
育
評
議
会
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
大
半
（
共
和
暦
七
年
風
月
一
八
日
・
牧
草
月
八
日
・
牧
草
月
二
八

日
・
収
穫
月
二
八
日
・
熱
月
八
日
の
報
告
書
）
を
作
成
し
た
と
目
さ
れ
、
特
に
共
和
暦
七
年
牧
草
月
二
八
日
（
一
七
九
九
年
六
月
一
六

日
）
の
報
告
書
は
、
中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育
の
綱
領
と
も
言
う
べ
き
、
共
和
暦
七
年
熱
月
一
五
日
（
一
七
九
九
年
八
月
二
日
）
付

の
内
務
省
通
達
の
原
案
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
の
主
導
に
基
づ
く
公
教
育
評
議
会
の
法
教
育
理
念
は
、
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

「
立
法
者
の
意
図
に
お
い
て
、
法
律
学
の
講
義
は
、
深
み
の
あ
る
法
の
専
門
家profonds jurisconsultes

の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
や
行
政

学
、
あ
る
い
は
商
学
に
長
け
た
人
物
の
養
成
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
若
者
に
公
私
の
倫
理
に
関
す
る
健
全
な
諸
原
理
を
提
供
し
、

自
ら
の
利
益
と
祖
国
の
利
益
に
つ
い
て
、
有
徳
で
啓
蒙
さ
れ
た
市
民
の
養
成
に
必
要
な
説
明
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
当
講
義
は
、
①
人
間
の
本
性
と
知
力
か
ら
汲
み
出
さ
れ
、
真
っ
当
な
利
益
と
幸
福
で
あ
ろ
う
と
す
る
抗
い
が
た
い
欲
望
に

基
づ
く
倫
理
の
基
礎
、
す
な
わ
ち
自
然
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
②
こ
れ
ら
の
諸
原
理
の
政
体
組
織
、
政
体
が
有
す
る
刑
事
・
民
事
・
経
済
的

諸
法
の
法
典
、
政
体
の
諸
外
国
と
の
関
係
へ
の
適
用
、
す
な
わ
ち
公
法
、
刑
法
お
よ
び
民
法
、
経
済
学
、
万
民
法
を
含
み
、
常
に
あ
る
べ
き

姿
と
共
に
現
在
の
姿
を
示
す
こ
と
で
、
一
方
を
他
方
に
よ
っ
て
評
価
す
る
習
慣
を
付
け
さ
せ
る（

（7
（

。」
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公
教
育
評
議
会
に
お
い
て
は
、「
行
き
届
い
た
教
育
を
自
ら
に
施
す
だ
け
の
時
間
と
手
段
を
有
す
る
全
市
民
」
を
対
象
に
、
主
と

し
て
倫
理
＝
自
然
法
そ
し
て
公
法
に
立
脚
し
た
、
よ
り
一
般
向
け
の
講
義
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
民
法
に
特
化
し
た
実

務
志
向
の
講
義
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、
当
時
四
〇
名
と
最
多
の
学
生
数
を
誇
っ
た
ド
ゥ
ー
県
中
央
学
校
の
法
律
学
教
授
に
つ
い
て
、

共
和
暦
七
年
牧
草
月
八
日
（
一
七
九
九
年
四
月
二
七
日
）
の
報
告
書（

（7
（

の
中
で
「
哲
学
も
、
倫
理
も
、
倫
理
的
義
務
お
よ
び
法
的
義
務

の
基
礎
も
、
自
然
法
も
、
公
法
も
、
社
会
の
組
成
も
、
経
済
学
も
語
っ
て
い
な
い
」・「
単
な
る
法
の
教
師
で
あ
り
、
霧
月
三
日
の
法

律
に
言
う
法
律
学
教
授
で
は
な
い
」
と
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
法
律
学
の
講
義
が
あ
ま
り
に
専
門
化
す
る

こ
と
で
、
古
法
に
相
当
な
重
要
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
感
、
な
い
し
は
危
機
感
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
法
典
が
未
完
成
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
主
と
し
て
民
法
を
講
じ
る
教
授
達
は
、
王
令
・
慣
習
法
・
ロ
ー
マ
法
と
い
っ
た
、

近
々
消
滅
す
べ
き
法
源
を
頻
繁
に
参
照
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た（

（7
（

。

　

つ
ま
り
、
公
教
育
評
議
会
の
理
想
と
す
る
法
教
育
と
は
、
法
律
学
の
講
義
を
通
じ
て
市
民
を
教
育
し
、
共
和
国
の
道
徳
を
広
め
、

各
人
に
自
ら
の
権
利
と
義
務
を
知
ら
し
め
る
、
ま
さ
に
公
民
教
育
に
他
な
ら
な
い
。
歴
代
の
内
務
大
臣
の
公
式
見
解
、
例
え
ば
、
共

和
暦
四
年
風
月
二
九
日
（
一
七
九
六
年
三
月
一
九
日
）
付
の
ジ
ェ
ー
ル
県
中
央
学
校
法
律
学
教
授
宛
書
簡（

（7
（

に
お
け
る
、
時
の
内
務
大

臣
ベ
ネ
ゼ
ッ
クBénézech

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
律
学législation

は
「
法
解
釈
学jurisprudence

で
は
な
い
」
の
で
、
個
別

の
法
律
に
つ
い
て
註
釈
を
加
え
る
必
要
は
な
く
、「
あ
ら
ゆ
る
法
律
の
根
本
が
何
た
る
か
を
考
究
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
、
共

和
暦
六
年
霜
月
二
九
日
（
一
七
九
七
年
一
二
月
一
九
日
）
付
の
通
達（

（7
（

に
お
け
る
、
内
務
大
臣
ル
ト
ゥ
ル
ヌ
ーLetourneux

の
見
解
に

し
た
が
え
ば
、
法
律
学
と
は
、「
人
権
宣
言
と
憲
法
が
立
脚
す
る
、
異
論
の
余
地
の
な
い
諸
原
理
を
知
ら
し
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
中
央
学
校
の
「
主
要
事
項m

atière dom
inante

」
た
る
法
律
学
は
、
ヴ
ィ
ア
ル
に
よ
る
と（

（7
（

、
旧
体
制
下
の
コ
レ
ー
ジ
ュ

に
お
い
て
宗
教
が
占
め
て
い
た
地
位
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

　

か
く
し
て
、
市
民
を
教
育
し
、
道
徳
と
公
法
を
学
ば
せ
る
こ
と
で
、
将
来
の
選
挙
人
を
育
て
る
と
い
う
公
教
育
評
議
会
の
方
針
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
学
生
や
父
兄
は
法
律
家
を
養
成
す
る
た
め
の
私
法
教
育
を
強
く
望
ん
で
お
り
、
中
央
学
校
の
法
律
学
教
授
達
の
中

に
も
、
専
門
的
な
法
学
教
育
と
真
の
法
律
家
の
養
成
を
担
う
「
特
殊
学
校école spéciale

」
の
創
設
を
願
い
出
る
者
が
お
り
、
か

つ
て
否
定
さ
れ
た
法
律
専
門
職
養
成
学
校
の
必
要
性
が
、
総
裁
政
府
時
代
末
期
か
ら
執
政
府
時
代
初
期
に
か
け
て
、
徐
々
に
政
府
や

議
会
に
お
け
る
多
数
意
見
と
し
て
具
体
化
し
て
行
く（

（8
（

。
実
際
、
先
の
「
公
教
育
の
組
織
を
定
め
る
」
ド
ヌ
ー
法
（tit. III, art.1, 8

o.

（
（8
（

）

に
お
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
大
都
市
に
、
県
の
中
央
学
校
の
上
に
来
る
教
育
機
関
と
し
て
、
政
治
学
の
特
殊
学
校
の
設
置
が
予

定
さ
れ
て
お
り
、
共
和
暦
七
年
熱
月
一
五
日
付
の
内
務
省
通
達（

（8
（

で
も
、「
倫
理
学
と
政
治
学
に
依
拠
す
る
職
業
の
た
め
に
創
設
さ
れ

た
特
殊
学
校
」
が
実
現
す
る
ま
で
、
中
央
学
校
内
に
民
法
の
特
殊
講
義
を
設
置
す
る
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
教
育

評
議
会
の
活
動
末
期（

（8
（

を
飾
る
、
共
和
暦
八
年
雨
月
一
六
日
（
一
八
〇
〇
年
二
月
五
日
）
の
報
告
書（

（8
（

に
お
い
て
、
中
央
学
校
の
法
律
学

教
授
は
「
学
生
に
対
し
、
社
会
的
身
分
は
何
で
あ
れ
、
育
ち
の
良
い
人
間
な
ら
ば
、
誰
も
が
持
っ
て
い
る
べ
き
最
も
基
本
的
な
知
識

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
つ
つ
も
、
裁
判
官
や
行
政
官
、
法
律
家
（
公
認
弁
護
人
や
公
証
人
、
代
訴
人
）
に
な
る
た
め
、

あ
る
い
は
「
公
務
学
校école de service public
」
へ
入
学
す
る
た
め
に
は
、
中
央
学
校
に
お
け
る
法
律
学
の
学
習
を
必
須
と
す

る
、
公
教
育
評
議
会
の
構
想
は
、
後
の
「
法
学
校école de droit

」
や
大
学
法
学
部
の
先
駆
け
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
公

民
教
育
か
ら
実
務
教
育
へ
の
比
重
の
移
動
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
―
二
―
二
　
法
教
育
の
現
状
に
関
す
る
デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
の
所
見

　

翌
共
和
暦
九
年
、
デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
は
、
公
教
育
評
議
会
に
お
け
る
活
動
の
総
括
と
も
言
う
べ
き
『
現
行
の
公
教
育
制
度

に
関
す
る
所
見（

（8
（

』
を
公
刊
し
、
法
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

内
務
大
臣
ド
・
ヌ
フ
シ
ャ
ト
ー
が
、
退
任
直
前
に
手
元
に
設
置
し
た
諮
問
機
関
で
あ
る
、
公
教
育
評
議
会
は
、
中
央
学
校
の
教
授
達
に
講
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義
ノ
ー
ト
の
作
成
を
促
し
た
が
、
こ
れ
は
、
学
生
に
講
義
を
書
き
取
ら
せ
た
り
、
暗
記
さ
せ
た
り
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
年
度
末
に
講
義

内
容
を
教
授
達
か
ら
提
出
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
は
、
公
教
育
評
議
会
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
最
も
優
れ
た

も
の
を
公
費
で
刊
行
す
る
よ
う
政
府
に
提
案
し
、
も
っ
て
著
者
に
報
い
る
手
筈
で
あ
っ
た（

（8
（

。

　

公
教
育
の
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
倫
理
学
と
政
治
学
の
特
殊
学
校
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
こ
れ
ら
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る

身
分
を
志
す
若
者
を
養
成
す
る
こ
と
、
②
単
な
る
興
味
関
心
か
ら
、
中
央
学
校
で
の
勉
強
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
、
③
真
の
学
問
を

志
す
、
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
人
々
に
と
っ
て
の
貴
重
な
支
え
と
な
る
こ
と
、
に
つ
な
が
り
、
現
行
の
教
育
制
度
の
欠
落
が
補
塡
さ
れ
、

中
央
学
校
で
の
勉
学
を
継
続
し
て
完
成
に
導
く
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
。
優
れ
た
教
育
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
っ
て
も
、
公
共
の
宝
な
の

で
あ
る（

（8
（

。

　

同
様
に
、
司
法
に
関
す
る
職
を
志
す
人
々
の
た
め
、
実
定
法
の
様
々
な
分
野
に
関
す
る
講
義
を
行
う
法
の
特
殊
学
校école 

particulière de droit

は
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
が
、
目
下
そ
の
名
に
値
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
犯
罪
の
処

罰
や
諸
個
人
の
紛
争
の
裁
定
に
は
、
多
数
の
裁
判
官
・
代
訴
人
・
公
認
弁
護
人
が
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
い
る
。
他
方
で
、
多
く

の
民
間
・
政
府
の
職
に
は
、
現
行
法
や
裁
判
手
続
き
に
関
す
る
詳
細
な
知
識
が
要
求
さ
れ
、
結
果
と
し
て
多
く
の
市
民
が
、
実
定
法

に
関
す
る
、
よ
り
掘
り
下
げ
た
学
習
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る（

（8
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
央
学
校
に
お
け
る
「
倫
理
お
よ
び
法
律
学
」
の
講
義
は
、
そ
う
し
た
事
項
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら

は
、
特
殊
学
校
の
領
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
学
問
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
都
市
に
は
、「
法
学
校école de droit

」

の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
留
意
す
べ
き
重
要
な
事
項
と
し
て
、「
実
定
法
と
は
、
道
徳m

orale

と
社
会
科
学science 

sociale

に
お
け
る
諸
原
理
の
適
用
＝
実
践application

の
帰
結
で
あ
る
」
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
あ
る
も
のce 
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qui est

」
と
「
あ
る
べ
き
も
のce qui doit être

」
を
混
同
し
て
し
ま
う
と
、
学
問
は
容
易
く
そ
の
精
神
を
損
な
い
、
最
も
基
本

的
な
事
項
に
関
す
る
判
断
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
原
理
に
関
す
る
充
分
な
知
識
を
持
た
ず

に
、
実
証
的
な
事
項
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
他
方
で
、
最
も
優
れ
た
法
学
者
が
、
法
的
な
方
策
に
通
じ
て
い
る
最
も
優

れ
た
立
法
者
や
裁
判
官
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
若
者
に
は
、
倫
理
学
お
よ
び
政
治
学
の
特
殊
学
校
を
経
て
、
法
の
特
殊

学
校
へ
進
む
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恰
も
理
工
科
学
校
を
経
て
工
兵
学
校
へ
進
み
、
医
学
校
に
お
け

る
理
論
を
経
て
臨
床
に
進
む
が
如
し
と
言
え
よ
う
。
法
学
校
は
、
医
学
校
と
同
じ
よ
う
に
、
理
論théorie

と
実
践application

を

内
包
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
同
時
に
倫
理
お
よ
び
政
治
学
の
特
殊
学
校
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（8
（

。

　

以
上
が
、
法
教
育
の
現
状
に
関
す
る
、
言
わ
ば
公
教
育
評
議
会
の
総
括
た
る
、
デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
の
所
見
で
あ
る
。
ま
ず

は
講
義
の
形
式
面
で
デ
ィ
ク
テ
を
重
視
し
、
も
っ
て
実
質
面
で
の
質
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
看
取
さ
れ
る
が
、
年
度
末
に
講

義
ノ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
て
内
容
を
点
検
し
、
最
も
優
れ
た
も
の
を
教
科
書
と
し
て
出
版
し
て
講
義
の
モ
デ
ル
を
示
す
構
想
は
、
公
教

育
た
る
法
律
学
講
義
の
均
質
化
・
一
般
化
へ
の
布
石
に
他
な
ら
な
い
。
加
え
て
特
徴
的
な
の
が
、
法
教
育
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の

峻
別
と
共
存
で
あ
る
。「
あ
る
も
の
」（
存
在
）
を
め
ぐ
る
実
定
法
学
と
「
あ
る
べ
き
も
の
」（
当
為
）
を
め
ぐ
る
倫
理
（
自
然
法
）
の

関
係
性
を
、
医
学
に
お
け
る
理
論
と
臨
床
に
擬
え
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
先
に
述
べ
た
、
公
教
育
評
議
会
内
部
に
お
け
る
、
公
教

育
か
ら
実
務
教
育
へ
の
比
重
の
転
換
に
あ
っ
て
、
中
央
学
校
に
お
け
る
法
律
学
講
義
は
、
高
度
な
専
門
家
教
育
へ
の
足
掛
か
り
と
し

て
、
却
っ
て
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
理
論
な
く
し
て
実
践
な
し
」
の
法
教
育
理
念
は
、
理
論
（
基
礎
）
法
学

と
実
定
法
学
の
あ
り
方
に
関
す
る
今
日
の
議
論
に
さ
え
、
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
理
想
主
義
で
も
な
く
、
実
用
本
位

で
も
な
い
、「
あ
る
も
の
」
と
「
あ
る
べ
き
も
の
」、
理
論
と
実
践
の
融
和
が
、
デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
の
新
た
な
法
教

育
の
理
念
で
あ
っ
た
。
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四　

マ
ラ
ン
の
法
教
育
論
：
有
用
性
の
学
と
し
て
の
実
務
教
育

　

翻
っ
て
、
差
し
当
た
り
手
稿
の
書
き
手
と
目
さ
れ
る
マ
ラ
ン
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
講
義
を
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
断
片
的
な
が
ら
、
マ
ラ
ン
の
法
教
育
論
を
窺
い
知
る
史
料
と
し
て
、
①
五
百
人
会
代
議
員
時
代
の
意
見
書
、
②
講
義
筆
記
の
序

言
、
③
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
年
次
報
告
書
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
記
述
を
基
に
、
マ
ラ
ン
の
法

教
育
論
の
輪
郭
を
辿
っ
て
み
た
い
。

四
―
一　

共
和
暦
六
年
霧
月
一
一
日
（
一
七
九
七
年
一
一
月
一
日
）
の
意
見
書（

（9
（

　

共
和
暦
四
年
葡
萄
月
二
二
日
（
一
七
九
五
年
一
〇
月
一
四
日
）、
投
票
総
数
三
一
一
票
の
う
ち
二
三
四
票
を
獲
得
し
て
、
モ
ン
＝
ブ

ラ
ン
県
選
出
の
五
百
人
会
代
議
員
と
な
っ
た
マ
ラ
ン
は
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
設
立
委
員
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
、
同
校
の

開
校
（
共
和
暦
五
年
霜
月
一
日
／
一
七
九
六
年
一
一
月
二
一
日
）
に
深
く
携
わ
っ
て
い
た（

（9
（

。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
共
和

暦
六
年
霧
月
一
一
日
（
一
七
九
七
年
一
一
月
一
日
）
の
五
百
人
会
で
の
審
議
に
際
し
て
は
、「
公
教
育
委
員
会com

m
ission 

dʼinstruction publique

」
の
名
前
で
議
会
に
提
出
さ
れ
た
教
育
改
善
案
に
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
て
お
り
、
翌
共
和
暦
七
年
霜
月

（
一
七
九
八
年
一
一
月
中
旬
～
一
二
月
中
旬
）
に
は
、
意
見
書
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
マ
ラ
ン
に
よ
る
、
中
央
学
校
に
関
す
る
主

な
論
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
提
出
さ
れ
た
公
教
育
委
員
会
の
案
で
は
、
指
定
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
講
義
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で

は
あ
ま
り
に
一
般
的
過
ぎ
て
、
制
度
の
目
的
を
見
失
っ
て
い
る

・
教
授
達
と
っ
て
は
都
合
が
良
く
、
学
習
の
理
由
や
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
学
習
意
欲
も
高
い
学
生
に
と
っ
て
も
有
益
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な
（
デ
ィ
ク
テ
の
な
い
）
講
義
方
法
は
、
若
年
の
学
生
と
っ
て
は
無
益
で
あ
る
／
教
授
の
言
葉
を
素
早
く
書
き
取
り
、
脈
略

の
無
い
断
片
的
な
情
報
を
理
解
す
る
よ
う
、
学
生
に
強
い
て
も
、
集
中
力
が
続
か
な
い
た
め
、
教
授
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を

注
意
深
く
追
い
か
け
、
記
憶
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
／
講
義
を
書
き
取
ら
せ
た
後
に
、
教
授
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
解

説
を
加
え
る
こ
と
で
、
学
生
は
講
義
の
詳
細
を
記
憶
に
留
め
、
い
つ
で
も
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
／
し
た
が
っ
て
、
話
す

こ
と
の
み
に
特
化
し
て
、
デ
ィ
ク
テ
と
暗
記
を
義
務
付
け
な
い
教
育
方
法
は
、
学
生
に
と
っ
て
完
全
に
無
用
な
も
の
で
あ
る

・
教
授
に
は
、
講
義
に
お
け
る
基
本
書
の
使
用
を
義
務
付
け
、
デ
ィ
ク
テ
を
行
な
う
こ
と
で
、
学
生
に
基
本
書
の
内
容
を
暗
記

さ
せ
る

・
毎
旬
日
、
第
五
日
と
第
一
〇
日
を
除
い
て
毎
日
行
わ
れ
る
講
義
は
、
毎
回
三
時
間
行
わ
れ
る
／
講
義
に
際
し
て
、
教
授
は
各

学
生
の
理
解
度
を
確
か
め
る

・
以
上
の
教
育
方
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
学
生
達
に
勉
学
の
習
慣
と
正
し
い
時
間
の
使
い
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
、
わ
が
子
が
怠
惰
に
陥
る
こ
と
を
警
戒
す
る
父
兄
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る

・
何
ら
か
の
成
果
に
よ
っ
て
、
講
義
の
質
と
自
ら
の
才
能
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
員
は
、
各
学
生
か
ら
最
大
限
の
進

歩
を
引
き
出
す
こ
と
に
献
身
す
べ
き
で
あ
る
／
か
つ
て
の
大
学
教
授
は
、
自
身
に
と
っ
て
名
誉
と
な
る
二
～
三
名
の
優
秀
な

学
生
に
は
個
別
講
義
を
行
い
、
そ
の
他
の
学
生
は
蔑
ろ
に
し
て
い
た
が
、
中
央
学
校
の
教
授
は
平
等
を
旨
と
し
、
個
別
講
義

を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る

・
地
域
性localité

に
よ
っ
て
、
教
育
に
求
め
ら
れ
る
事
項
は
異
な
る
（
例
え
ば
、
海
沿
い
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
は
、
山
沿
い
の
コ
ミ

ュ
ー
ン
よ
り
も
、
泳
ぎ
の
技
術
を
必
要
と
す
る
住
民
の
数
が
は
る
か
に
多
い
た
め
、
前
者
の
方
が
、
中
央
学
校
に
お
い
て
泳
ぎ
の
技

術
が
よ
り
詳
し
く
教
え
ら
れ
る
）
／
し
た
が
っ
て
、
中
央
学
校
で
の
教
育
内
容
は
、
地
域
の
要
請
と
、
よ
り
多
く
の
市
民
の
要

望
に
よ
っ
て
決
ま
る
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こ
う
し
た
マ
ラ
ン
の
教
育
方
針
は
、
デ
ィ
ク
テ
の
重
視
・
基
本
書
の
使
用
・
講
義
時
間
の
確
保
・
教
育
の
平
等
性
の
徹
底
・
地
域

性
に
配
慮
し
た
教
育
に
よ
る
、
学
習
効
果
の
保
証
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
け
る
自
身
の
法
律

学
講
義
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
―
二　

講
義
筆
記
の
序
言（

（9
（

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
お
そ
ら
く
は
、
共
和
暦
九
年
度
～
一
一
年
度
の
「
民
事
法
概
論
」
の
講
義
ノ
ー
ト
と
目
さ
れ
る
手
稿
に
は
、

講
義
に
先
立
っ
て
、
そ
の
目
的
・
対
象
・
方
法
を
述
べ
た
序
言
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
マ
ラ
ン
は
「
法
律
学législation

の
基
礎
講
義
を
通
じ
て
、
そ
の
単
純
明
快
さsim

plicité

と
秩
序ordre

が
、

法
典
編
纂
を
短
縮
し
、
諸
法
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
る
体
系systèm

e

を
見
出
そ
う
と
企
図
し
た
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
脈

略
の
な
い
・
巨
大
な
構
築
物
の
各
部
分
に
、
他
の
部
分
と
の
関
係
性
を
割
り
当
て
る
こ
と
で
、
あ
ち
こ
ち
見
返
す
こ
と
や
繰
り
返
し

を
避
け
、
完
全
で
整
っ
た
法
の
総
体corps
を
示
す
」
の
が
、
講
義
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
当
初
は
容
易
い
と
思
わ
れ
た
こ
の
作
業
は
、
今
や
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
概
念idées

や
物

事choses

の
秩
序
を
、
単
に
条
文
の
番
号
に
従
っ
て
順
を
追
っ
て
説
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
は
、
番
号
の
前
後
関
係
の

他
は
、
何
の
脈
略
も
な
い
」
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
は
言
え
、「
概
念
の
本
質nature

と
い
う
の
は
、
そ
の
展
開
と
共
に
関

係
性
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
そ
れ
は
、
さ
な
が
ら
ひ
と
つ
の
巨
大
な
家
族fam

ille im
m

ense

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
各
人
が
手
を

取
り
合
い
な
が
ら
も
、
誰
ひ
と
り
完
全
に
は
似
通
っ
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、「
各
事
項chaque m

atière

ご
と
に
、
関
連
諸

法
を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
各
事
項
が
属
し
て
い
る
諸
法
を
並
べ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、「
こ
れ
ま
で
に
採
用
さ
れ
た
様
々
な
分
類
体
系systêm

es de classification

は
、
ど
れ
も
不
充
分
」
で
あ
り
、



97

「あるべきものce qui doit être」の学から「有用性utilité」の学へ：フランス中間法時代のサヴォワにおける法教育の実相

「
完
全
な
分
類
体
系
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
最
大
の
不
都
合
を
避
け
る
こ
と
に
努
め
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

人personnes

・
物choses

・
訴
権actions

の
区
分
を
採
用
す
る
」
と
し
て
、
差
し
当
た
り
は
所
謂Institutiones

方
式
が
採
ら

れ
、「
こ
う
し
た
方
法
論
的
秩
序ordre m

éthodique

を
最
大
限
尊
重
し
つ
つ
、
関
連
性
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
規
定
を
細
分
化

し
た
り
、
法
律
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
事
項
を
そ
こ
か
ら
分
離
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
心
が
け
る
」
と
さ
れ
る
。

　
「
以
上
の
作
業
は
、
次
の
四
つ
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
①
人personnes

・
②
社
交
的
取
引transactions sociales

に
基
づ
き
、

法
と
は
無
関
係
に
考
察
さ
れ
る
物choses

・
③
社
交
的
取
引
（
に
基
づ
く
諸
権
利
）・
④
訴
権actions

（
す
な
わ
ち
、
民
事
・
刑
事
手

続
き
の
進
行
過
程
）
に
分
け
ら
れ
る
」
が
、「
各
対
象
に
関
す
る
諸
法
の
詳
細
に
入
る
前
に
、
い
わ
ゆ
る
法
律
一
般loix en général

を
め
ぐ
る
概
念
を
提
示
す
る
」
と
し
て
、
以
下
、
法
源
論
が
続
く
。

　

こ
れ
ら
序
言
の
内
容
か
ら
は
、
錯
綜
す
る
革
命
立
法
と
古
法
（
王
令
・
慣
習
法
・
ロ
ー
マ
法
）
の
壮
大
な
迷
宮
と
格
闘
す
る
実
務
家

の
苦
労
が
垣
間
見
え
る
。
か
く
し
て
、「
民
事
法
概
論
」
と
い
う
、
実
務
家
向
け
の
講
義
で
は
、
何
よ
り
体
系
性
が
重
視
さ
れ
、
来

る
べ
き
民
法
典
の
基
本
的
な
属
性
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
法
論
に
お
け
る
人
の
社
交
性
を
中
核
と
す
る
市
民
社
会

の
法
秩
序
が
、
法
学
提
要
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
、
整
然
と
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

四
―
三　

モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
年
次
報
告
書

　

共
和
暦
八
年
牧
草
月
一
九
日
（
一
八
〇
〇
年
六
月
八
日
）
に
採
択
さ
れ
た
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
の
学
則（

（9
（

に
よ
れ
ば
、
教

授
は
毎
年
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り（

（9
（

、
先
に
述
べ
た
レ
モ
ン
校
長
に
よ
る
年
次
報
告
書
の
記
述
は
、
こ
れ
ら
教
授
に

よ
る
報
告
書
を
踏
ま
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
和
暦
九
年
度
の
報
告
書
に
お
け
る
次
の
文
言（

（9
（

も
、
マ
ラ
ン
自
身

の
教
育
理
念
に
一
致
す
る
と
見
て
良
い
。
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「
常
に
教
育
は
、
そ
の
提
供
を
受
け
る
市
民
を
最
大
限
の
有
用
性la plus grande utilité

へ
と
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
様
々
な
郡
に

お
い
て
、
才
気
煥
発
な
る
公
証
人
や
治
安
判
事
、
代
訴
人
を
養
成
し
、
往
々
に
し
て
訴
訟
当
事
者
の
無
知
に
由
来
す
る
、
破
産
す
る
ほ
ど

延
々
と
続
く
訴
訟
を
予
防
し
て
、
家
庭
の
平
穏
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
実
務
に
根
差
し
た
民
事
法
の
基
礎
教
育
の
必
要
性
が
、
長

ら
く
痛
感
さ
れ
て
来
た
。
こ
う
し
た
教
育
は
、
代
訴
人
や
公
証
人
の
職
を
選
択
す
る
に
は
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
市
民
を
対
象
と
す

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
加
え
て
、
自
身
の
郡
に
行
政
職
と
し
て
呼
ば
れ
た
者
が
、
幾
ば
く
か
の
法
律
の
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、

非
常
に
重
要
で
あ
る
。
大
変
に
受
講
者
の
多
い
当
講
義
に
は
、
そ
う
し
た
配
慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
来
年
度
も
、
多
数
の
市
民
が
、
受
講
を

希
望
す
る
だ
ろ
う
。」

　

か
く
し
て
、
有
用
性
の
学
と
し
て
の
実
務
教
育
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
マ
ラ
ン
の
講
義
は
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
屈
指
の
活
況
を

呈
し
て
い
た
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
あ
っ
て
、
好
評
を
博
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
か
つ
て
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
の
知
事

を
務
め
た
ド
・
ヴ
ェ
ル
ネ
イ
ユ
編
纂
の
『
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
統
計
』
に
お
い
て
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
他
県
同
様
、
共
和
暦
五
年
（
一

七
九
七
年
）
に
中
央
学
校
が
設
立
さ
れ
、
共
和
暦
九
年
霜
月
一
九
日
付
の
書
簡
に
お
け
る
内
務
大
臣
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
で

最
も
活
況
を
呈
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
当
時
の
学
生
数
は
三
〇
四
人
を
数
え
た（

（9
（

」
と
さ
れ
、
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
の
特
性
に
も
合

致
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
県
名
が
示
す
如
く
、
山
間
の
地
に
あ
り
、
産
業
に
乏
し
い
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
は
出
稼
ぎ
の
土
地
柄
で
あ
り
、

様
々
な
職
業
で
成
功
す
る
た
め
の
実
利
的
な
知
識
を
広
く
浅
く
求
め
る
サ
ヴ
ォ
ワ
人（

（9
（

に
と
っ
て
、
マ
ラ
ン
の
講
義
は
、
ま
さ
に
地
域

性
を
考
慮
し
た
有
用
性
の
学
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
の
歴
史
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
、
法
律
学
を

学
生
達
に
と
っ
て
の
「
最
も
美
し
い
学
問la science la plus belle
」
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
る
コ
ル
セ
ル
（
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
市
リ

セ
歴
史
教
授
）
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
講
義
要
綱
の
一
節
は
、
典
拠
不
明
な
が
ら
も
、
マ
ラ
ン
に
よ
る
「
有
用
性
の
学
」
の
精
髄
と

し
て
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
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「
多
く
の
有
用
な
知
識
を
増
や
す
こ
と
は
、
学
生
の
本
分
で
あ
る
が
、
幸
福
の
学science du bonheur

の
内
に
、
自
身
の
教
育
に
足
り
な

い
も
の
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
が
幸
福
に
な
る
道
を
見
つ
け
る
た
め
に
学
識
や
理
性
を
用
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
何
の
役
に
立

つ
の
か
。
社
会
の
幸
福bonheur social

こ
そ
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
終
着
点
で
あ
り
、
全
て
の
学
問
は
、
社
会
の
幸
福
に
寄
与
し
、

そ
れ
を
目
的
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
無
意
味
で
あ
り
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
法
律
学science de la législation

は
、

自
然
と
人
間
か
ら
与
え
ら
れ
る
全
て
の
デ
ー
タ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る（

（9
（

。」

五　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
、
手
元
の
講
義
筆
記
の
由
来
を
尋
ね
る
過
程
で
、
思
い
が
け
ず
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育
の
あ

り
方
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
中
間
法
時
代
の
混
沌
と
し
た
法
状
況
と
苦
闘
す
る
公
教
育
と
し
て
の
法
律
学
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来

た
。
そ
こ
に
は
、
理
論
と
実
務
が
せ
め
ぎ
合
う
、「
古
く
て
新
し
い
」
課
題
が
生
々
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
良
心
と
も
言
う
べ
き
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
公
教
育
理
念
を
引
き
継
い
だ
内
務
省
と
公
教
育
評
議
会
の
理
想
と
す
る

法
教
育
は
、
専
ら
公
民
教
育
で
あ
っ
て
、
実
務
家
の
養
成
は
眼
中
に
な
か
っ
た
。
大
学
廃
止
後
の
中
央
学
校
に
お
け
る
、
自
然
法

（
倫
理
）
に
基
づ
い
て
、
革
命
理
念
の
涵
養
を
目
指
す
法
教
育
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
学
生
や
父
兄
の
関
心
を
引
か
ず
、
教
授
か
ら

も
実
務
教
育
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
い
て
は
、
実
務
家
教
員
の
下
で
早
く
か
ら
実
務
家
養
成
に
舵
を
切
っ
て
い
る
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。
後
期
（
共
和
暦
九
年
～
一
二
年
）
の
法
律
学
講
座
を
担
っ
た
、
マ
ラ
ン
の
教
育
理
念
に
よ
れ
ば
、
法
律
学
と
は
、

何
よ
り
も
「
有
用
性
の
学
」
で
あ
り
、
専
ら
サ
ヴ
ォ
ワ
と
い
う
地
域
性
を
加
味
し
た
実
務
教
育
で
あ
り
、
錯
綜
す
る
法
状
況
を
的
確
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に
理
解
し
、
運
用
す
る
た
め
の
体
系
性
の
提
示
こ
そ
が
、
そ
の
要
諦
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
社
会
の
幸
福
を
目
指
す
「
幸
福
の

学
」
と
し
て
の
法
律
学
は
、
最
も
美
し
い
学
問
と
し
て
、
多
く
の
学
生
を
惹
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　

考
証
に
よ
り
、
マ
ラ
ン
の
講
義
筆
記
と
目
さ
れ
る
手
稿
か
ら
は
、
中
央
政
府
と
地
方
で
の
公
教
育
と
し
て
の
法
教
育
の
認
識
に
乖

離
の
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
他
方
で
、
理
想
主
義
と
実
用
本
位
の
二
律
背
反
を
前
に
、
理
論
（
あ
る
べ
き
も
の
：
当
為
）
と

実
践
（
あ
る
も
の
：
存
在
）
を
架
橋
す
る
も
の
と
し
て
、
高
等
専
門
教
育
た
る
実
務
家
養
成
の
必
要
を
説
く
デ
テ
ュ
・
ド
・
ト
ラ
シ

ー
の
見
解
が
、
活
動
末
期
の
公
教
育
評
議
会
を
代
表
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
政
府
内
の
認
識
の
変
化
の
徴
で
あ
り
、
こ
う
し
た

公
民
教
育
か
ら
実
務
家
養
成
へ
の
移
行
が
、
後
の
法
学
校
や
大
学
法
学
部
で
の
教
育
理
念
に
つ
な
が
る
と
す
る
な
ら
ば
、
モ
ン
＝
ブ

ラ
ン
県
中
央
学
校
に
お
け
る
法
教
育
、
と
り
わ
け
マ
ラ
ン
の
「
民
事
法
概
論
」
講
義
は
、
そ
の
先
駆
け
な
い
し
は
過
渡
期
を
示
す
歴

史
的
サ
ン
プ
ル
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
リ
シ
ャ
ー
ル
や
ア
ル
ペ
ラ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
中
間
法
時
代
の
混
沌

と
し
た
法
状
況
に
あ
っ
て
、
実
務
志
向
の
法
教
育
が
旧
体
制
下
の
大
学
に
お
け
る
法
教
育
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
、
特
に
記
憶

さ
れ
て
良
い
。

　

か
く
し
て
、
ロ
ー
マ
法
を
は
じ
め
、
旧
体
制
下
の
法
律
学
の
残
滓
を
色
濃
く
反
映
す
る
マ
ラ
ン
の
講
義
筆
記
は
、
お
そ
ら
く
公
刊

を
念
頭
に
置
い
た
精
緻
な
構
成
と
内
容
も
相
俟
っ
て
、
旧
体
制
か
ら
中
間
法
時
代
を
経
て
、
註
釈
学
派
へ
と
至
る
法
教
育
（
特
に
民

法
学
）
の
通
奏
低
音
が
何
た
る
か
を
知
る
、
格
好
の
史
料
と
な
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容

に
踏
み
込
ん
で
の
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　A

dolphe Gros, D
ictionnaire étym

ologique des nom
s de lieu de la Savoie, Belley, 1935, p.561.

（
2
）　Brigitte A

lzieu et Eveline A
lzieu-M

artin, T
ignes A

utrefois, Cham
béry, 2022, p.32.

（
3
）　Ibid., p.18; A

. Gros, op. cit., p.561. 

に
よ
れ
ば
、
③
説
は
、
穀
蛾
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
のtinea

と
、
く
ぼ
地
を
意
味
す
る
俗
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ラ
テ
ン
語
のtina

／tinna

を
混
同
し
て
お
り
、tina

／tinna

が
、
ロ
マ
ン
ス
＝
フ
ラ
ン
ス
語
で
はtigne

と
な
る
。

（
4
）　

一
七
九
二
年
一
〇
月
二
九
日
の
ア
ロ
ブ
ロ
ー
ジ
ュ
国
民
議
会
に
よ
る
併
合
要
請
を
受
け
て
、
国
民
公
会
は
一
七
九
二
年
一
一
月
二
七

日
の
デ
ク
レ
を
も
っ
て
、
サ
ヴ
ォ
ワ
地
方
を
モ
ン
＝
ブ
ラ
ン
県
と
し
て
併
合
し
、
七
つ
の
郡
（
ア
ヌ
シ
ー
、
カ
ル
ー
ジ
ュ
、
シ
ャ
ン
ベ
リ

ー
、
ク
リ
ュ
ー
ズ
、
ム
テ
ィ
エ
、
サ
ン
＝
ジ
ャ
ン
＝
ド
＝
モ
リ
エ
ン
ヌ
、
ト
ノ
ン
）
を
置
い
た
。（H

enri M
énabréa, H

istoire de la 
Savoie, Cham

béry, 1976, p.25 4; Jules-Joseph V
ernier, É

tude historique et géographique sur la Savoie, Paris, pp.96-
108.

）

（
5
）　

一
六
〇
六
年
に
リ
ヨ
ン
で
刊
行
さ
れ
た
、Codex fabrianus definitionum

 forensium
 et rerum

 in sacro Sabaudiæ
 Senatu 

tractarum

（
通
称
『
フ
ァ
ー
ヴ
ル
法
典
』）
は
、
法
実
務
家
の
便
宜
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
域
内
最
高
法
院
た
る
サ
ヴ
ォ

ワ
元
老
院
の
判
例
を
真
の
法
源
た
ら
し
め
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
こ
の
『
フ
ァ
ー
ヴ
ル
法
典
』
に
は
、
著
者
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
フ
ァ
ー
ヴ

ル
（
サ
ヴ
ォ
ワ
元
老
院
長
官
）
に
よ
る
註
釈
が
施
さ
れ
た
サ
ヴ
ォ
ワ
元
老
院
判
例
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
大
幅
に
ロ
ー
マ
法

原
理
の
浸
透
を
受
け
て
い
る
。（Bernard Coutin, D

e la spécificité du droit en Savoie : existe-t-il des élém
ents dans la loi 

et dans la jurisprudence qui perm
ettent de lʼaffi

rm
er ? in Identités m

éridionales : entre conscience de soi et visions 
de lʼautre. A

ctes du 126
e Congrès national des société historiques et scientifiques, « T

erres et hom
m

es de Sud », 
T

oulouse, 2001, p. 35.

）

（
6
）　G

aspare A
ntonio T

esauro, Q
uæ

stionum
 Forensium

 L
ibri Q

uatuor, G
enevæ

, 1672; Paolo C
asana, v

o  

« T
ESA

U
RO

, Gaspare A
ntonio » in A

lberto M
. Ghisalberti 

（dir.

）, D
izionario biografico degli Italiani, vol.95, Rom

a, 
2019, pp. 471-472.

（
7
）　Giovanni A

ngelo Bossi, R
.P.D

. Ioan. A
ngeli Bossii T

ractatus de peculiari effectu contractus m
atrim

onii, 
Lugduni, 1662; V

alerio Castronovo, v
o « BO

SSI, Giovanni A
ngelo » in D

izionario biografico..., vol.13, Rom
a, 1971, 

pp. 309-311.

（
8
）　M

ercuriale M
erlini, T

ractatus de legitim
a absolutissim

us, Genevæ
, 1687.

（
9
）　Œ

uvres de M
. Claude H

enrys conseiller du roi, et son prem
ier avocat au bailliage &

 siege Présidial de Foréz, 6
e 

éd., 2 � vols., Paris, 1772; R. D
ockès-Lallem

ent, v
o « H

EN
RY

S Claude » in P. A
rabeyre, J.-L. H

alpérin et J. K
rynen 
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（dir.

）, D
ictionnaire historique des juristes français （X

II e-X
X

e siècle

）, 2
e éd., PU

F, 2007, pp.527-528.

（
10
）　Jean-M

arie Ricard, T
raité des donations entre-vifs et testam

entaires, nov. éd., 2� vols., Paris, 1788.
（
11
）　Loix et constitutions de sa M

ajesté le R
oi de Sardaigne publiées en 1770, 2� vols., Paris, 1771；

立
法
者
た
る
君
主
が
、

公
正
な
裁
判
の
運
用
を
確
保
す
べ
く
、
法
的
多
様
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
領
邦
に
最
低
限
の
統
一
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
支
配

領
域
内
の
現
行
法
を
包
括
的
な
集
成
に
ま
と
め
た
も
の
。
体
系
的
な
法
秩
序
の
提
示
と
、
矛
盾
・
重
複
す
る
法
文
の
除
去
を
特
徴
と
し
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
の
サ
ヴ
ォ
ワ
法
の
見
取
り
図
と
な
る
。（Laurent Chevalier, R

echerches sur la réception du droit rom
ain 

en Savoie des origines à 1789, A
nnecy, 195 3, pp.344-345.

）

（
12
）　L. Chevalier, op. cit., pp.348-349.

（
13
）　Collection com

plète des lois, décrets, ordonnances, réglem
ens et avis du Conseil dʼÉ

tat, par Jean-Baptiste 
D

uvergier, t.6, Paris, 1825, pp. 460-471.

（
14
）　Corps législatif. Projet de Code civil, présenté au Conseil des Cinq-cents, au nom

 de la com
m

ission de la 
classification des lois, par Com

bacérès, député par le départm
ent des lʼH

érault, Paris, m
assidor, an IV

.

（
15
）　Collection com

plète des lois..., op. cit., t.12, Paris, 1826, p.186.

（
16
）　Ibid., t.11, Paris, 1825, p.29.

（
17
）　D

enis Le Brun, T
raité des successions, 2� vols., Paris, 1776.

（
18
）　Collection com

plète des lois..., op. cit., t.14, Paris, 1826, pp.129-130.

（
19
）　Jean-Louis H
alpérin, U

ne enquête du m
inistère de lʼIntérieur sous le D

irectoire sur les cours de législation 
dans les Écoles centrales, in R

evue dʼhistoire des facultés de droit et de la culture juridique, n
o 3� （1986

）, p.57.

（
20
）　Collection com

plète des lois..., op. cit., t. 8, Paris, 1825, pp.36-37.

（
21
）　Jean Im

bert, LʼEnseignem
ent du droit dans les écoles centrales sous la Révolution, in La R

évolution et lʼordre 
juridique privé, rationalité ou scandale ? : A

ctes du colloque dʼO
rléans, 11-13 septem

bre 1986, présentation par 
M

ichel V
ovelle, t.1, CN

RS - U
niversité dʼO

rléans, 1988, p.249.

（
22
）　Collection com

plète des lois..., op. cit., t. 8, Paris, 1825, pp.435-436.
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（
23
）　J.-L. H

alpérin, art. cit., p.62; J. Im
bert, art. cit., p.253.

（
24
）　G. Coirault, Les É

coles centrales dans le Centre-O
uest, T

ours, 1940, p.396.
（
25
）　A

N
, F/17/1344/6 et 7�

（
26
）　
「
中
央
学
校
の
推
進
者anim

ateur des écoles centrales

」
と
し
て
知
ら
れ
、
共
和
暦
五
年
収
穫
月
三
〇
日
～
実
月
二
三
日
（
一

七
九
七
年
七
月
一
八
日
～
九
月
九
日
）
お
よ
び
共
和
暦
六
年
熱
月
二
日
～
共
和
暦
7
年
収
穫
月
六
日
（
一
七
九
八
年
七
月
二
〇
日
～
一
七

九
九
年
六
月
二
四
日
）
の
二
度
に
わ
た
っ
て
内
務
大
臣
を
務
め
、
中
央
学
校
教
授
宛
の
多
数
の
書
簡
に
お
い
て
、
助
言
や
指
示
を
行
っ
た
。

（H
ugue Richard, Les professeurs de législation des écoles centrales, tém

oins du droit privé interm
édiaire, in La 

R
évolution et lʼordre juridique privé, rationalité ou scandale ? : A

ctes du colloque dʼO
rléans, 11-13 septem

bre 
1986, présentation par M

ichel V
ovelle, t.1, CN

RS - U
niversité dʼO

rléans, 1988, p.268.

（
27
）　A

N
, F/17/1338, dossier 4, p.27.

（
28
）　J. Im

bert, art. cit., p.250.

（
29
）　J.-L. H

alpérin, art. cit., pp.61-62.

（
30
）　J. Im

bert, art. cit., p.252.

（
31
）　H

ugue Richard, Les professeurs de législation des écoles centrales, tém
oins du droit privé interm

édiaire, in La 
R

évolution et lʼordre juridique privé, rationalité ou scandale ? : A
ctes du colloque dʼO

rléans, 11-13 septem
bre 

1986, présentation par M
ichel V

ovelle, t.1, CN
RS - U

niversité dʼO
rléans, 1988, p.269 et 273.

（
32
）　A

lbert D
uruy, Lʼinstruction publique et la R

évilution, Paris, 1882, p.266.

（
33
）　Ibid., pp.266-267.

（
34
）　A

. Gain, LʼÉ
cole centrale de la M

eurthe à N
ancy, Paris, 1922, p.155.

（
35
）　Gandin, Cours de législation enseigné dans lʼÉ

cole centrale du départem
ent des V

osges en lʼan 7... Seconde 
partie qui com

prend les m
atières du droit civil, m

anuscrit de 515 pages. 

（A
N

. F/17/1344/7, pièce 74.

） cité par H
. 

Richard, art. cit., p.268；

リ
シ
ャ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
他
未
確
認
の
も
の
を
除
き
、
い
く
つ
か
の
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

講
義
筆
記
等
を
含
め
て
も
、
私
法
全
般
を
扱
っ
た
法
律
学
講
義
は
四
例
し
か
確
認
で
き
な
い
（
時
代
的
に
は
、
共
和
暦
五
年
～
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